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令和８年４月２３日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和４年（ワ）第１７０３号 著作権侵害差止等請求事件 

口頭弁論終結日 令和８年２月１９日 

判       決 

 5 

   原告            株式会社ビゴメントソフトウェア 

   代表者代表取締役       

   訴訟代理人弁護士      田中 豊 

   同             鈴木 龍司 

   同             北村 亮典  10 

 

      被告            株式会社ネットカムシステムズ 

                 （以下「被告会社」という。） 

   代表者代表取締役       

 15 

   被告            Ａ    

                 （以下「被告Ａ」という。） 

   両名訴訟代理人弁護士    宇野 総一郎 

   同             田中 昌利 

   同             中村 慶彦 20 

   同             岡田 紘明 

主       文 

１ 被告会社は、別紙「原告プログラム目録」記載１及び２の各プログラムを使用

してはならない。 

２ 被告会社は、別紙「被告プログラム目録（裁判所特定）」記載の各プログラムが25 

記録された一切の記録媒体からこれらのプログラムを消去せよ。 
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３(1) 原告の請求の趣旨第３項に係る請求のうち、主位的請求をいずれも棄却する。 

(2)ア 被告会社は、別紙「被告製品目録（裁判所特定）」記載のファイル群又は

システムを製造し、販売し、その他の方法で事業上利用してはならない。 

イ 被告会社は、前項のファイル群又はシステムを廃棄せよ。 

４ 被告会社は、原告に対し、１００１万４０００円及びこれに対する令和４年３5 

月２３日から支払済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 

５ 原告の被告会社に対するその余の請求及び被告Ａに対する請求をいずれも棄

却する。 

６ 訴訟費用は、原告と被告会社との間においては、原告に生じた費用の５分の１

を被告会社の負担とし、その余は原告の負担とし、原告と被告Ａとの間に生じた10 

ものは、全部原告の負担とする。 

７ この判決は、第１項、第３項(2)ア及び第４項に限り、仮に執行することができ

る。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求の趣旨 15 

 １ 主文第１項同旨 

 ２ 被告会社は、別紙「被告プログラム目録（原告特定）」記載の各プログラムが

記録された一切の記録媒体からこれらのプログラムを消去せよ。 

 ３(1) 主位的請求 

    ア 被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等を製造20 

し、販売し、その他の方法で事業上利用してはならない。 

イ 被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等を廃棄

せよ。 

(2) 予備的請求 

   ア 被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製品等を製造25 

し、販売し、その他の方法で事業上利用してはならない。 
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イ 被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製品等を廃棄

せよ。 

４ 被告らは、原告に対し、連帯して１億円及びこれに対する訴状送達の日の翌

日（被告会社につき令和４年３月２３日、被告Ａにつき同月２２日）から支払

済みまで年３パーセントの割合による金員を支払え。 5 

第２ 事案の概要 

１ 本判決で用いる略称 

  本文中に別途定めるほかは、次のとおりの略称とする。 

 ・ 原告プログラム ： 別紙「原告プログラム目録」記載のプログラムの総称 

・ ＰＤプログラム ： 別紙「原告プログラム目録」記載１のプログラム 10 

・ ＩＣプログラム ： 別紙「原告プログラム目録」記載２のプログラム 

・ クライム社   ： 株式会社クライムメディカルシステムズ 

・ 本件クライム社製品： 製品名を「ｍａｍｍａｒｙ」とするマンモグラフィ

画像診断システム 

・ Ｂクリニック ：  15 

・ Ｃ病院 ：福山市民病院 

・ Ｄ病院 ：三豊総合病院  

・ Ｅクリニック：  

・ Ｆ病院 ：ＪＲ広島病院 

・ Ｇクリニック： 医療法人社団マンマ・ミーア乳腺クリニックプレスティア20 

たまプラーザ 

・ Ｈ氏 ：  

・ Ｎ氏 ：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

・ アストロ社： 株式会社アストロステージ 

・ 不競法： 不正競争防止法 25 

２ 原告の請求（訴訟物） 
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  (1) 被告会社による原告プログラムを複製、使用して別紙「被告プログラム目

録（原告特定）」記載のプログラムで構成された別紙「被告製品等目録（原告

特定）」記載１の製品等（主位的）又は同記載２の製品等（予備的）の製造販

売等をすることが、 

① 原告プログラムに係る原告の著作権（複製権・譲渡権）侵害行為である5 

こと、 

② 原告プログラムのライブラリファイルが不正に取得又は提供されたこと

を知り又は容易に知り得た上で同ファイルを使用したものであって、不正

競争（不競法２条１項５号又は８号、１０号）であること、 

③ 原告プログラムの正規ユーザのユーザＩＤ及びパスワードを不正に取得10 

して別紙「被告プログラム目録（原告特定）」記載のプログラムに埋め込ん

で原告プログラムの実行を可能とするプログラムを作成したものであっ

て、不正競争（不競法２条１項１８号）に当たること、 

のいずれか（上記①ないし③は選択的）を前提とする、被告会社に対する、 

ア 著作権法１１２条１項又は不競法３条１項に基づく、原告プログラムの15 

使用の差止請求 

イ 著作権法１１２条２項又は不競法３条２項に基づく、別紙「被告プログ

ラム目録（原告特定）」記載のプログラムの消去請求 

ウ 著作権法１１２条１項、２項又は不競法３条１項、２項に基づく、 

【主位的請求】 20 

別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等の製造販売等の差止

請求及び同製品等の廃棄請求 

    【予備的請求】 

別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製品等の製造販売等の差止

請求及び同製品等の廃棄請求 25 

 (2) 被告会社による上記(1)の行為について、著作権侵害もしくは不競法違反の
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不法行為が成立するとともに、被告会社の取締役である被告Ａに共同不法行

為もしくは会社法４２９条に基づく損害賠償責任が成立すること、又は、被

告会社による別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等（主位的）

又は同記載２の製品等（予備的）の製造販売等が被告らの一般不法行為に当

たることを前提とする、被告らに対する、損害賠償金１億円（明示的一部請5 

求）及びこれに対する訴状送達の日の翌日（被告会社につき令和４年３月２

３日、被告Ａにつき同月２２日）から支払済みまで民法所定の年３パーセン

トの割合による遅延損害金の連帯しての支払請求 

３ 前提事実（争いのない事実及び証拠〔枝番を含む。以下同じ〕により容易に認

定できる事実） 10 

(1) 当事者等 

ア 原告は、平成１６年４月１日に設立され、コンピュータソフトウェアの研

究・開発・販売・保守等を目的とする株式会社である。 

イ 被告会社は、平成１８年７月７日に設立された、コンピュータ・ソフトウ

ェアの企画、開発、販売、保守等を目的とする株式会社である。  15 

ウ クライム社は、医療用システムの標準規格であるＤＩＣＯＭに準拠した画

像ネットワークシステムの開発、販売等を業として行う株式会社である。 

被告Ａは、クライム社の従業員（退職前は開発課課長）であったが、平成

２１年１０月３１日に同社を退社し、同年１１月１日、被告会社の取締役に

就任し、平成２７年７月６日から被告会社の代表取締役を務める者である。 20 

(2) 原告プログラムの開発及び利用許諾等 

ア 原告は、医療用システムの開発キット（医療用システムの開発の際、その

一部として組み込むことによって開発手順を一部簡略化することのできる

もの。）として、原告プログラム（ＰＤプログラム及びＩＣプログラム）を

開発した。原告プログラムの概要は、別紙原告プログラム目録記載のとおり25 

であり（ただし、作成者を原告とする点について、被告らは争っている。）、
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ＰＤプログラム（Power DICOM）及びＩＣプログラム（Image Clarity）のい

ずれも対象ＯＳを Windows とするアプリケーション開発キットで、医療用

システムの標準規格であるＤＩＣＯＭに準拠しているが、ＰＤプログラムは、

医療情報データの読込み、解析、作成及びネットワークによる送受信等を機

能とするもの、ＩＣプログラムは医療画像データの読込み、表示及び加工等5 

を機能とするものである。 

原告は、その事業として、原告プログラムを第三者に利用許諾し、その対

価を受領している。 

イ 原告は、平成１８年２月２日、クライム社に対し、原告プログラムの利用

を許諾した。（甲１５） 10 

ウ クライム社は、医療用システムの開発キットである原告プログラムを使用

して本件クライム社製品（製品名を「mammary」とするマンモグラフィー画

像診断システム）を開発し、医療機関等に販売するようになった。 

 (3) 被告会社による競合製品の製造販売 

   被告会社は、平成２４年３月、メディカル事業部門を立ち上げ、同年９月頃15 

から、本件クライム社製品と競合するマンモグラフィー読影診断ワークステー

ションである製品名を「mammodite」とする製品の販売を開始した（甲２６、弁

論の全趣旨。ただし、同製品の構成については争いがあり、原告は、自らが複

数の医療機関で採取したとするプログラムで構成されたファイル群又はシステ

ムこそ「mammodite」の正規品にして、原告プログラムが複製、使用されている20 

として、これを別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１として特定する。こ

れに対し、被告らは、「mammodite」の正規品は、原告の主張とは構成を異にし

ており、原告プログラムとは異なる開発キットを使用して開発されたもので、

原告プログラムを含むものではないとした上、原告が上記のとおり摘示するフ

ァイル群又はシステムは、「mammodite」の動作不良時等に用いるテストツール25 

である旨主張する。このような双方の主張のもと、原告は、あくまで主位的に
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は、上記原告の主張に係る構成を有する別紙「被告製品等目録（原告特定）」記

載１の製品等の製造販売等を差止め等の対象とする一方、訴えの変更をもって、

予備的に、被告らがテストツールとするファイル群又はシステムを別紙「被告

製品等目録（原告特定）」記載２として特定し、その製造販売等の差止め等の請

求を追加した。以下では、構成に関わらず、被告が「mammodite」の製品名で販5 

売している製品を意味する場合は、単に「mammodite」ということとする一方、

当該製品名の製品につき、その構成をめぐって大きく見解が相違している中で、

「被告製品」などの略称や定義づけは、その対象とするところが定まらないた

め、あえて避けるものとする。）。 

   Ｈ氏を含むクライム社の複数の従業員は、同年２月頃にクライム社を退職し10 

て同年３月に被告会社に転職し、同社メディカル事業部に配属された。 

 (4) 別件訴訟   

   クライム社は、被告らが、本件クライム社製品のプログラムを無断で使用し

又は複製して mammodite を製造販売等しており、当該行為が不正競争又は著作

権侵害であると主張し、被告らに対し、mammodite の製造販売等の差止め及び15 

損害賠償金の支払等を求める訴訟を令和２年２月に提起した（当庁令和２年

（ワ）第１５３９号）。 

 当裁判所は、令和６年７月３０日、クライム社の請求をいずれも棄却する判

決をした。 

クライム社は、これを不服として控訴し、同事件は控訴審において現在係属20 

中である。 

 (5) 被告らは、令和７年７月２２日付け第１２準備書面をもって、原告に対し、

令和３年６月１８日以前に発生した別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２

の製品等の製造販売に係る不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効を援

用する旨の意思表示をした。 25 

４ 争点 
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 (1) 被告会社の著作権侵害の成否（争点１） 

(2) 被告会社の不正競争の成否（争点２） 

 ア 不競法２条１項５号又は８号、１０号の不正競争の成否 

 イ 不競法２条１項１８号の不正競争の成否 

(3) 差止め及び廃棄の必要性並びに対象の特定（争点３） 5 

(4) 被告Ａの共同不法行為の成否（争点４） 

(5) 被告Ａの会社法４２９条に基づく損害賠償責任の成否（争点５） 

(6) 被告らの一般不法行為の成否（争点６） 

(7) 原告の損害額（争点７） 

(8) 消滅時効の成否（争点８） 10 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１（被告会社の著作権侵害の成否）について 

【原告の主張】 

(1) 原告プログラムの著作物性及び著作権者 

原告プログラムは、原告において、「Ｃ＋＋」というプログラム開発言語を15 

用いてソースコードファイルを記述し、コンパイル、リンク等の処理を経て作

成され、他のファイルと組み合わせて、一つの実行可能なプログラムファイル

を構成できるものである。ＰＤプログラムは、医療用システムの標準規格であ

る「ＤＩＣＯＭ」に準拠したシステム開発をサポートするための種々の機能を

有する総合的な開発キットとしてのプログラムであり、ＩＣプログラムは、「Ｄ20 

ＩＣＯＭ」に準拠した医療用画像ファイルの読込み、表示、加工等の機能に特

化したプログラムであり、原告プログラムの実行には、相当程度高度かつ複雑

な演算処理を要するため、そのソースコードは、ＰＤプログラムは全約３万６

０００行、ＩＣプログラムは全約４万２０００行にわたる長大な記述となって

いるところ、次のとおり、①エラー処理の方法、②機能の統合（クラス化）、25 

③マルチスレッドプログラミング、④データの保存と通信に用いる様式の統一、
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⑤メモリ使用量を少なくするデータ受信方法に係る部分に係るソースコード

の記述部分は、多数の選択の幅のある中から、原告が一定の意図のもとに指令

を表現し、それらを組み合わせ、配列・構造化したものであるから、その全体

にわたって原告の個性が表れている。よって、原告プログラムには、著作物性

が認められるし、その著作者にして、現著作権者は原告である。 5 

ア エラー処理の方法と表現 

     原告プログラムは、ＤＩＣＯＭ規格に則った医療用画像データの処理をそ

の機能とするものであるが、実際の医療現場では、出力側のプログラムの設

計ミスやバグの発生により、処理の対象となる画像データが厳密にＤＩＣＯ

Ｍ規格に合致していないことがあり、このようなＤＩＣＯＭ規格違反の画像10 

データに対する取扱方法は、画像処理プログラムによって異なる。原告プロ

グラムは、エラー処理とＬＯＧの出力との関連付け、ＬＯＧメッセージとエ

ラーの重大性との対応において、他のプログラムとは異なっており、後者に

ついては、全８８個のエラーメッセージ（ＰＤプログラムにつき７９個、Ｉ

Ｃプログラムにつき９個。当時）を、４つの重大性レベルのカテゴリのいず15 

れに帰属させるかという選択の結果が指令の表現とその組み合わせとして

各行に記述されている。 

   イ 機能の統合（クラス化） 

     「Ｃ＋＋」言語を含むオブジェクト指向のプログラミング言語では、デー

タや操作に対して、「クラス化」と呼ばれる構造化を行い、プログラムの各20 

機能を記述することになるところ、ＩＣプログラムでは、プログラム中の各

種の機能が、複数の「クラス」に統合されて記述されているが、プログラム

に含まれる多数の機能について、ユーザの利便性のためにいくつの、どのよ

うなクラスを設けるか等について多様な選択の幅がある。 

   ウ マルチスレッドプログラミング 25 

     原告プログラムは、複数の処理を並列的に行う「マルチスレッドプログラ
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ミング」の手法が採用されている。同手法に対応したプログラムでは複数の

処理が並列して行われるため、当該プログラムに含まれる膨大な数の個々の

機能（処理）につき、他のいずれかの処理と同時に行って差し支えなく、他

のいずれかの処理についてはその完了を待つことにするかを、現実的なもの

に絞ったとしてもなお多数ある選択の幅の中から、ただ１通りが選択され、5 

その結果が具体的な記述となっている。 

   エ 画像データの保存と通信に用いる様式の統一 

     ＤＩＣＯＭ規格では、データの保存とデータの通信が異なる概念を用いて

表されているため、開発キットのユーザは、保存と通信に関する異なる２つ

の様式に合わせてプログラミングをしなければならない。原告プログラムは、10 

この点を見直し、データの保存とデータの通信に関して、扱うデータや機能

を統一的な格納様式でプログラム中に格納することとして利便性を向上さ

せるため、一般的なＤＩＣＯＭ規格における整理とは異なる形式で整理する

こととし、処理の順序、関数の切出し・展開、ログの記録等について原告独

自の整理に基づいてプログラミングされている。 15 

   オ メモリ使用量を少なくするデータ受信方法 

   原告プログラムの処理対象とするＤＩＣＯＭ画像データは、相当大容量 

となる場合もある。大容量のデータの受信には、プログラムのメモリ使用量

が膨大となってプログラムの処理速度が遅くなり、他のプログラムの動作が

著しく妨げられる等の支障が生じる。原告プログラムは、このような支障が20 

生じることを避けるため、ＤＩＣＯＭ画像データの受信処理を行う際、デー

タの内容を分析しながら、部分ごとに処理を進めるよう、固有の方法でプロ

グラムを記述し、受信するＤＩＣＯＭデータをどのような観点で分析し、そ

の結果を踏まえていかなる順序、方法で受信処理を進めることとするかにつ

いては、膨大な選択の幅がある。 25 

 (2) 被告会社が原告プログラムを複製したこと 
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  ア 被告会社は、原告プログラムのライブラリファイルを、①違法にデッドコピ

ー（被告会社の開発環境への無許諾コピー）し、②違法にリンク（mammodite、

つまり、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等への組込み）する

という方法により、原告プログラムを複製した。被告会社による複製の事実は、

以下の点から明らかである。 5 

    (ア) 複製の立証方法 

    原告プログラムは、アプリケーション開発キットであり、機械語形式で提供

されるものであり、原告プログラムを利用しようとする者は、プログラムの開

発にあたり、既にコンパイルの過程を経て機械語で記述されたオブジェクト

ファイルとしての原告プログラムと自らソースコードを記述してコンパイル10 

して作成した他のオブジェクトファイルとをリンクし、原告プログラムの果

たす機能について独自のソースコードを記述作成しない。したがって、被告会

社が mammodite の開発において、原告プログラムを上記リンクの方法により

再製しても、原告プログラムのコンパイル前のソースコードが含まれること

はなく、本件では、オブジェクトファイルとしての原告プログラムにつき、コ15 

ピーファイルを作成し、かつ、リンクにより機械的に再製し、mammodite、つ

まり、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等のプログラムを制

作したことをもって、原告プログラムを複製したといえる。 

   (イ) 原告プログラムの複製を示す事情が存在すること 

     原告は、クライム社が、Ｂクリニックにおける mammodite、つまり、別紙20 

「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等から本件クライム社製品へ

の入替えの際、平成３０年９月にＢクリニックから持ち帰った被告会社残

置に係るプログラムについて、バイナリダンプを行い、機械語で記述された

同プログラムを１６進数の数字及び文字列の各表示に変換して分析した。

その結果、次のとおり、原告プログラムを示す文字列等が検出された。 25 

    ① 乱数表 
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原告プログラム（ＰＤプログラム及びＩＣプログラム）の乱数表と完全

に一致する文字列が検出された。 

② ユーザＩＤ及びパスワード 

原告は、正規ユーザに原告プログラムを提供する場合、ユーザ固有のＩ

Ｄ及びパスワードを発行しているところ、上記分析対象のプログラムか5 

ら、クライム社に対して発行したユーザＩＤ（８桁の文字列）とパスワー

ド（１６進数の６４桁の数字列）が検出された。 

    ③ 原告プログラムのソースコードファイル名 

プログラムの開発段階で作成するソースコードファイルには、システ

ム開発において広く用いられる単語や表現を使用することによって、内10 

容がある程度客観的にわかるような名称のファイルを使用することがあ

り、ソースコードファイル名は、コンパイルやリンクを経てプログラムフ

ァイルとなった段階でも、プログラムをバイナリダンプした際に文字列

が検出されることがある。上記分析対象のプログラムから、原告プログラ

ムの開発段階で使用した２２個のソースコードファイル名（ＰＤプログ15 

ラムにつき全２９ファイル中の１０ファイル、ＩＣプログラムにつき全

１２ファイル）と完全に一致する文字列が検出された。 

    ④ ＬＯＧメッセージの文字列 

      原告プログラムは、作動状況やデータの処理状況を記録して残すため

のＬＯＧの機能を有し、その挙動を記録するため挙動ごとに固有のメッ20 

セージを備えているところ、上記分析対象のプログラムの文字列には、原

告プログラムに記録された８６種すべてのＬＯＧメッセージと完全に一

致する文字列が検出された。 

    ⑤ 原告の商号等に係る文字列等 

      上記分析対象のプログラムには、原告の商号の英語表記（当時）である25 

「Ｖｉｇｏｍｅｎｔ Ｓｏｆｔｗａｒｅ Ｉｎｃ．」の文字列と、国際標
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準ＯＳＩに係る組織登録番号（プログラムの国際標準との関係で原告を

同定するために用いられる、固有の数字列）である「１．２．３９２．２

００１９０」が検出された。 

また、令和３年２月２２日に、Ｇクリニックに納入されていた被告の製

品のプログラムファイルのデータを原告代表者が採取して分析した結果、5 

上記と同様、原告プログラムの乱数表との一致、ＩＤ及びパスワードとの

一致、原告プログラムのソースコードファイル名との一致、原告プログラ

ムのログメッセージとの一致が確認され、原告の商号及び国際標準登録

ＩＤが検出され、合計２７個のファイルに原告プログラムが使用されて

いたことが明らかとなった。 10 

以上から、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等を構成

するプログラムである別紙「被告プログラム目録（原告特定）」記載のプ

ログラムに原告プログラムが使用されているといえる。 

   (ウ) 機械語レベルで一致し、一致部分に創作性があること 

     原告プログラムのライブラリファイルと別紙「被告製品等目録（原告特15 

定）」記載１の製品等を構成するプログラムファイルとを、機械語レベルで

比較解析したところ、後者を構成するプログラムのうち少なくとも１５の

プログラムにおいて、原告プログラムに含まれる合計１８の関数と完全に

一致する機械語の記述が存在した。   

プログラムの作成では、すべての指令を全部書き下すのではなく、一部の20 

指令を「関数」（サブルーチン）として切り出すことがあるところ、上記１

８の関数は、ソースコード全体の中から関数として切出されたものである

が、切出しの範囲や関数としての入力値（引数）と出力値（戻り値）の設計・

表現については様々な選択の幅があるから、上記１８の関数に係るソース

コードの記述は創作性がある。また、上記１８の関数においては、プログラ25 

ムの動作や処理結果に関する記録を「ログ」として出力するものと（１１の
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関数）、出力しないもの（７の関数）があるが、１１の関数の記述方法には

多様な選択の幅がある上、エラー処理との関連付けもされており、その記述

部分には作成者の個性が表れている。また、ログを出力しない７の関数につ

いても、原告プログラムと別のプログラムでは、同様の機能を有する関数に

ついてログを出力させるものもあり、プログラム全体の設計や構想におい5 

て、その記述には作成者の個性があるといえる。 

このように、機械語レベルの記述の比較において上記のとおり一致する

部分の原告プログラムの記述部分には創作性がある。 

イ 以上から、被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品

等の製造販売において原告プログラムを複製した。 10 

  ウ 被告らは、Ｂクリニックに納品されたのは被告の正規品たる mammodite で

はなく、「テストツール」のプログラムであると主張する。しかし、被告らが

「テストツール」とする内容は不合理に変遷している。また、Ｂクリニックに

納入された被告会社の製品は、平成２６年４月から７年以上にわたって医療

業務に使用されて稼働していたことから正規品にほかならない上、Ｂクリニ15 

ック以外にも２つの医療機関（Ｄ病院及びＧクリニック）から採取されたプロ

グラムにも、原告プログラムが含まれていたことからすれば、Ｂクリニックに

納品されていたのは、被告の正規品である mammodite、すなわち、別紙「被告

製品等目録（原告特定）」記載１の製品等である。よって、被告らの上記主張

は失当である。 20 

(3) 被告らが「テストツール」と称する製品等において原告プログラムを複製し

たこと 

    仮に、原告プログラムが別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品

等において複製されたものと認められないとしても、少なくとも被告らが「テ

ストツール」と称する別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製品等は、25 

医療現場に納品されて業務上使用されており、これを構成するプログラムには、
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上記(2)で指摘した理由から原告プログラムが使用されているといえ、各プロ

グラムの一致部分は原告プログラムの創作性のある表現部分である。 

そうすると、被告会社は、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製

品等及びこれを構成する別紙「被告プログラム目録（原告特定）」記載のプロ

グラムにおいて、原告プログラムを複製したといえる。 5 

 【被告会社の主張】 

(1) 著作権者 

    原告代表者は、平成１６年３月までアストロ社の取締役を務め、同年４月１

日に原告を設立したが、原告は、アストロ社のプログラム（「ＡＳＣＯＭＭ Ｖ

２」及び「ＩｍａｇｅＰｕｌｓｅ Ｖ１」）を流用して原告プログラムを作成10 

したものと推認できる。 

そうすると、原告プログラムに著作物性があるとしても、原告は原告プログ

ラムの著作権を有していない可能性が極めて高い。 

(2) 原告プログラムに著作物性がないこと 

  原告プログラムについて、創作性のある表現部分であると原告が主張する記15 

述部分は、次のとおり、いずれも作者の個性が表現されているとはいえないか

ら、原告プログラムは著作物性がない。 

ア エラー処理の方法と表現 

  エラーメッセージをどのようにカテゴリ分けするかという点は、単なるア

イデアのレベルの問題にすぎず、ソースコードの具体的記述において作者の20 

個性が表現されているか否かとは無関係である。また、４つのカテゴリにつ

いて用いられた言葉（「Ｆａｔａｌ」、「Ｉｎｖａｌｉｄ」、「Ｗａｒｎｉ

ｎｇ/Ｎｏｔｉｃｅ」、「Ｍｅｓｓａｇｅ」）、英語としてごくありふれた言

葉であり、これらの表現自体について、作者の個性が表れているとは到底い

えない。 25 

イ 機能のクラス化  
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プログラムにおいてどのようにクラスを設けるかというのは、単なるアイ

デアのレベルの問題にすぎず、ソースコードの具体的記述において作者の個

性が表現されているか否かとは全く無関係である。また、機能をどのように

抽出・分類してファイルごとに区分、整理するのかという点は、ソースコー

ドの具体的記述そのものではなく、単にソースコードをどこで区切るかとい5 

う話でしかなく、そのファイルごとの区分、整理の仕方は著作物性の有無に

影響するものではない。原告の指摘する記述内容は、プログラミングにおけ

るごくありふれた記述の方法を説明するものにすぎず、プログラミングとい

うものがアルゴリズムを用いて一定の機能を実現しようとするものである

以上、非常に単純なプログラムであっても、関数について配列・構造化が行10 

われることは通常のことである。 

   ウ マルチスレッドプログラミング   

個々の機能について他の処理と並列的に行うか否かという点は、単なるア

イデアのレベルの問題にすぎず、ソースコードの具体的記述において作者の

個性が表現されているか否かという点と全く無関係である。 15 

   エ データの保存と通信に用いる様式の統一 

         原告が指摘する内容は、単に原告プログラムの機能を述べるものにすぎず、

ソースコードの具体的記述において作者の個性が表現されていることとは

関係がない。 

   オ メモリ使用量を少なくするデータ受信方法 20 

 原告が指摘する内容は、ＤＩＣＯＭ画像データの受信処理を行うに当たっ

ての機能の違いを述べるものにすぎず、ソースコードの具体的記述において

作者の個性が表現されていることを説明するものではない。 

 (3) mammoditeの正規品について原告プログラムの複製はないこと 

 ア 前提として、原告が創作的な表現部分であると主張する原告プログラムの25 

部分と、複製されたと主張する被告プログラムの部分は完全に異なっている
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ので、原告プログラムが複製されたことの主張立証はない。 

 イ 原告が分析したプログラムは mammoditeの正規品ではないこと 

   原告は、原告プログラムが含まれていたと指摘する、クライム社がＢクリ

ニックから入手したプログラムが mammodite の正規品であると主張するが、

Ｂクリニックから採取されたプログラムは mammoditeの正規品のプログラム5 

ではなく、テストツールのプログラムである。 

      すなわち、被告会社には、平成３０年当時からメインサーバーと検証サー

バーという２つのサーバーがあり、メインサーバーは、出荷用の製品が格納

されているサーバーであり、顧客に納品するための製品をセットアップする

際に使用され、検証サーバーは、検証用のテストツール、開発中の製品、テ10 

スト画像、社内資料等が格納されているサーバーであり、新機能の実装を行

ったり、テストツールを用いた動作検証や性能比較など、様々な用途に使用

されるものであった。そして、mammodite の正規品のセットアップは、①顧

客に納入する予定の新しいパソコンを準備し、初期設定等を行う、②社内ネ

ットワークに接続し、更に納入用パソコンについてＷｉｎｄｏｗｓアップデ15 

ートを行う等の設定を行う、③メインサーバーに保存されているドライブデ

ータをコピーした上で、「ｎｃａｍ．ｂａｔ」を実行することにより、メイ

ンサーバーに保管されているデータを上記納入用パソコンにダウンロード

する、④ダウンロードの完了後、更に各種設定を行う、という手順を経る。

しかし、Ｂクリニックでは、人為的なミスによって、上記③の手順において、20 

メインサーバーでなく検証サーバーに保存されている「ｎｃａｍ．ｂａｔ」

が実行され、テストツールのプログラムファイルがインストールされること

になった。実際、他の医療機関（平成２８年３月１３日納入のＣ病院、平成

３０年４月５日納入のＥクリニック、平成３１年３月２４日納入のＦ病院の

ほか３医療機関）に納入された被告の製品は、いずれもメインサーバーに保25 

存されている「ｎｃａｍ．ｂａｔ」を実行する形で正常にセットアップが行
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われた（なお、Ｄ病院には、平成２９年３月２３日に被告の正規品が納入さ

れ、不具合の報告を受けた後、同月２７日に切替ツールが使用され、正規の

ソフトウェアからテストツールへの切替えが行われたことはあるが、その後、

テストツールは削除され、正規のソフトウェアが稼働された。）。 

   このように、Ｂクリニックから入手した製品は mammoditeの正規品ではな5 

いから、その分析結果をもって、mammodite の正規品、すなわち、原告が主

張するところの別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等及びこ

れを構成するプログラムについて、原告プログラムが複製されたとはいえな

い。mammodite の正規品の開発には、原告プログラムは用いられておらず、

同じく医療用システムの標準規格であるＤＩＣＯＭに準拠した開発キット10 

であるＤＣＭＴＫを使用して開発されたもので、原告がテストツールとの関

係で主張するような原告プログラムとの一致点も確認されなかったのであ

るから、原告プログラムの著作権を侵害するものでないことは明らかである。 

   なお、原告は、Ｄ病院及びＧクリニックから入手した被告の製品のプログ

ラムにも原告プログラムのファイルが含まれていたと主張するが、両医療機15 

関から原告が分析対象としたプログラムを入手したとする入手経緯自体が

疑わしく、これらの分析結果は信用できない。 

 ウ オブジェクトコードの対比によって複製は判断できないこと 

プログラムの著作物において、創作者が直接的に表現に関与しているのは、

ソースコードであって、オブジェクト・プログラムではないからプログラム20 

の著作権侵害の有無が問題になっている場合には、ソースコードが複製され

ているか否かという点が問題となるのであって、機械語レベルでの比較を行

うのは誤りである。そして、被告は、原告プログラムのソースコードを

mammodite のプログラムの開発において記述していないから、それらプログ

ラムと原告プログラムとの比較において、ソースコードが一致することはな25 

い。 
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また、仮に機械語レベルで同一であると捉え得る部分があるとしても、そ

の部分がソースコードにおいてどの部分に対応するのかを把握することは

困難であるため、その部分が創作性のある部分なのか否かを判断することは

できないから、複製の有無を判断することはできない。 

   エ 以上から、mammodite の正規品、つまり、原告が別紙被告製品等目録（原5 

告特定）記載１として特定する製品において、原告プログラムが複製された

とはいえない。 

(4) テストツールにおいて原告プログラムの著作権侵害は認められないこと 

   上記(1)(2)のとおり、原告プログラムの著作物性及び原告が著作権者である

ことが否定されるべきである上、被告会社は、mammodite の正規品同様、テス10 

トツールのプログラムの作成にあたっても、原告のプログラムのソースコード

は記述しておらず、テストツールに原告のプログラムのソースコードは複製さ

れているとはいえないから、著作権侵害が認められる余地はない。 

２ 争点２（被告会社の不正競争の成否）について 

(1) 争点２－１（不正競争２条１項５号又は８号、１０号の成否）について 15 

 【原告の主張】 

   ア 営業秘密該当性 

    (ア) 原告プログラムのライブラリファイルは、原告の事業所内に１台だけ

ある開発専用パソコン中にローカルファイルとして保存されており、社外

はもとより、社内のネットワークを通じて他のパソコンからアクセスする20 

こともできないよう管理されている。また、当該パソコンの使用にはＩＤ

とパスワードの入力が必須であるが、これらは原告代表者と取締役２名の

みが管理し、いずれも安易に第三者に共有してはならないことを明確に認

識している。そして、原告プログラムは、開発キットとしてベンダー向け

に販売、ライセンスされるもので、第三者に対する開示が想定されたもの25 

ではあるが、原告は、第三者への開示に際し、開示先に対して契約上の秘
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密保持義務を負わせている。具体的には、顧客に対して提供するパッケー

ジの裏面に記載された「製品使用許諾契約書」（４条）において、製品を

第三者に開示することを禁止する規定をおくなどして顧客に秘密保持義

務を課している。よって、秘密管理性がある。 

(イ) 原告プログラムのライブラリファイルは、プログラム開発における特5 

定の機能を実現するものであり、ベンダーは、原告プログラムを自ら開発

したプログラムの一部と組み合わせることにより、当該機能を自ら開発す

る場合に要するコストを削減することができ、原告の事業はこれを販売・

ライセンスすることによって成立している。よって、原告プログラムのラ

イブラリファイルは、事業上有用な情報であり、有用性がある。 10 

(ウ) 原告プログラムのライブラリファイルは、原告の顧客以外の第三者が

一般的にアクセスすることができる情報ではなく、公然と知られたもので

はない。第三者に提供する際には、上記のとおり、顧客に秘密保持義務を

課している。よって、非公知性がある。 

   イ 不競法２条１項５号又は８号の不正競争 15 

(ア) 営業秘密取得行為が介在 

   クライム社は、原告プログラムの利用許諾を得て、これを使用して本件

クライム社製品を作成した。クライム社の従業員５名は、平成２４年３月

頃にクライム社から被告会社に転職した際、本件クライム社製品のソース

コード及び原告プログラムのライブラリファイルをコピーして保存し持20 

ち出した。このような従業員の行為は、営業秘密である原告プログラムの

ライブラリファイルの不正取得に当たる。 

(イ) 悪意又は重過失 

  法人の主観的態様が要件となる場合、その判断は、当然に代表者の主観

のみに着目するのではなく、問題となった行為に実際に関与した者の主観25 

に着目して判断すべきである。 
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被告会社において、平成２４年当時の mammoditeの開発責任者は、クラ

イム社からの転職者の１名であるＨ氏であるところ、同氏は、他の集団転

職者と共に、クライム社を退職する際に原告プログラムのライブラリファ

イルをパソコンに保存して持ち出していた。 

よって、Ｈ氏の主観を基準とすると、被告会社は、上記営業秘密取得行5 

為の介在について故意又は重過失があったといえる。 

(ウ) 使用 

   上記のとおり、平成２４年２月頃、クライム社の従業員５名が退職し、

うち４名が被告会社に転職したが、被告会社は、その後、短期間でシステ

ム開発を行い、本件クライム社製品と同種の医療用画像診断システムであ10 

る mammodite の正規品、つまり、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記

載１の製品等の販売を開始した。このような経過に照らせば、上記転職者

４名が、本件クライム社製品に係る情報をその開発に使用したと考えられ

る。そして、上記のとおり、mammodite の正規品には、原告プログラム固

有の情報（乱数表、ＩＤパスワード等）が多数検出されていることにも照15 

らせば、上記転職者から被告会社が原告プログラムのライブラリファイル

の提供を受け、mammodite の正規品、仮にそうでなかったとしても、その

テストツールたる別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製品等の

開発にあたって使用したといえる。 

(エ) 以上から、被告会社について、不競法２条１項５号又は８号所定の不20 

正競争が成立する。 

   ウ 不競法２条１項１０号の不正競争 

     上記(2)の開発経緯を前提に、被告会社は別紙「被告製品等目録（原告特

定）」記載１の製品等、仮にそうでなかったとしても、同目録記載２の製品

等を顧客に販売したから、被告会社には、不競法２条１項１０号所定の不正25 

競争が成立する。 
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   エ なお、被告会社は、原告プログラムはアストロ社のプログラムを流用した

ものであるから、原告プログラムのライブラリファイルは原告の営業秘密と

はいえない旨主張するが、原告プログラムとアストロ社の上記プログラムと

は同一ではないから、上記主張は失当である。 

 【被告らの主張】 5 

   否認ないし争う。 

   ア 原告の代表者は、平成１６年４月１日に原告を設立し、同年３月１５日ま

では、アストロ社の取締役を務めていた。同社は、当時、ライブラリである

高速ＤＩＣＯＭ通信アプリ開発ツール「ＡＳＣＯＭＭ Ｖ２」及び高速画像

処理開発ツール「ＩｍａｇｅＰｕｌｓｅ Ｖ１」を販売していたところ、原告10 

代表者は、これらを流用して原告プログラムを作成したものと考えられる。

そうすると、原告プログラムは、原告が正当に保有する営業秘密ではないか

ら、原告の営業秘密侵害を理由と主張は成り立たない。 

   イ 営業秘密該当性 

         原告プログラムの情報の社内の管理状況に関する証拠は、原告代表者の陳15 

述書のみである。また、被告Ａは、クライム社在籍中に受領したと原告が主

張する使用許諾契約書（甲１３）を受領した記億はなく、クライム社が受領

した書面（甲１５）には秘密保持義務の定めはない。  

よって、原告プログラムは、秘密管理性及び非公知性の要件を満たさない。 

   ウ 不競法２条１項５号又は８号、１０号の不正競争が成立しないこと 20 

    (ア) 「不正に取得」された情報ではないこと 

      クライム社では、開発課の従業員に対してノートパソコンが貸与されて

おらず、同社の製品の納入先に赴いてメンテンナンス等の作業をする際、

私物のパソコンに同社製品のプログラムのソースコード（原告プログラム

のライブラリファイルを含む。）をコピーして持ち出すことが常態化して25 

いた。そして、クライム社を退職した者は、クライム社の代表者から退職
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後のサポート目的で保持し続けるよう依頼を受け、私物パソコンに入った

本件クライム社製品のプログラムのソースコード一式を保持していた。 

      よって、クライム社の退職者が原告プログラムのライブラリファイルを

私物パソコンにコピーして持ち出す行為は、「窃取、詐欺、強迫その他の

不正の手段」を用いられたものではない。 5 

    (イ) 被告会社に「悪意又は重過失」はないこと 

      原告は、Ｈ氏がクライム社を退職する際に私物パソコンに原告プログラ

ムのライブラリファイルをコピーしたと主張するが、Ｈ氏がコピーした事

実はなく、Ｈ氏は mammoditeの開発にも関与していない。 

      また、そもそも被告会社の故意又は重過失は、その代表者の主観面をも10 

って決すべきであるところ、この点について、原告は具体的な主張立証を

するものではない。 

よって、被告会社に「悪意又は重過失」があったとの原告の主張は失当

である。 

    (ウ) 被告会社は「使用」していないこと 15 

      上記のとおり、mammodite の正規品には、原告プログラムは含まれてい

ないから、被告会社が原告プログラムを使用した事実はない。 

    (エ) 仮に、テストツールの一部に本件クライム社製品のソースコードが使

用されていたとしても、それは人為的なミスによって使用されたものであ

り、被告会社が意図したものではなく、原告プログラムのライブラリファ20 

イルを用いて利益を得る目的はなかったから、被告会社に「不正の利益を

得る目的」があったとはいえない。 

(オ) 以上から、被告会社に不競法２条１項５号又は８号の不正競争は成立

せず、同項１０号所定の不正競争が成立する余地はない。 

  (2) 争点２－２（不正競争（不競法２条１項１８号）の成否）について 25 

  【原告の主張】 
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原告は、原告プログラムを利用して開発された実行可能なプログラムにおい

て、原告プログラムを正常に機能させるためには、当該開発プログラムが医療

従事者等のエンドユーザによって実行される際に、原告が正規の開発者に対し

て発行したユーザＩＤと製品使用パスワードによる認証を必要とする仕組み

を採用している。被告会社は、正規の開発者であるクライム社に発行されたユ5 

ーザＩＤと製品使用パスワードを自らの開発プログラムに埋め込むことによ

って、上記の認証を通過させ、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の

製品等、仮にそうでなかったとしても、同目録記載２の製品等を販売した。 

よって、被告会社には、不競法２条１項１８号の不正競争が成立する。 

  【被告会社の主張】 10 

    被告会社は、原告プログラムを含む製品を顧客に販売していない。 

まず、mammodite の正規品は、原告プログラムを含むものではない以上、同

製品の中に、「原告プログラムの実行時の認証を通過させてその実行を可能と

させるプログラム」も含まれていない。また、テストツールについても、クラ

イム社に対して発行されたユーザＩＤ及びパスワードを自ら埋め込むような15 

ことは行っていない。よって、被告会社に同号の不正競争は成立しない。 

３ 争点３（差止め及び廃棄の必要性並びに対象の特定）について 

【原告の主張】 

(1) 上記のとおり、被告は、原告プログラムを複製し又はこれが不正に取得され

たことを知りながら使用するなどして被告プログラムを作成し、別紙「被告製20 

品等目録（原告特定）」記載１の製品等、仮にそうでなかったとしても、同目録

記載２の製品等を製造販売等したものである。 

  よって、原告プログラムの使用ほか、上記製品等の製造販売等の差止め及び

廃棄、それら製品等を構成するプログラム（別紙「被告プログラム目録（原告

特定）」記載のプログラム）の消去のいずれの必要性も認められる。 25 

(2) 別紙「被告プログラム目録（原告特定）」は、原告プログラムの著作権侵害を
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示す証拠として入手したデータから、被告の侵害製品を構成するプログラムと

して検出したもので、バージョンが異なるものを名称によって統合し、整理し

たものである。被告らが、関係のないファイルが紛れ込んだにとどまる旨主張

する「ChgDcmToImg.exe」を含めて、侵害製品を構成することも、消去の必要性

も否定すべき理由はない。 5 

また、別紙「被告プログラム目録（原告特定）」は、別紙「被告製品等目録（原

告特定）」記載１及び２の各システムを構成するプログラムという表現で十分

に対象を特定、限定しているものである。被告らの主張は、「システム」の用語

を広く解し過ぎており、相当ではない。 

【被告会社の主張】 10 

(1) 差止め等の必要性について否認し、争う。 

    上記のとおり、被告会社は原告プログラムを複製等していない。また、遅く

ともクライム社が別件訴訟を提起した令和２年２月１９日以降に、テストツー

ルが使用されたこともなく、将来的に使用される可能性もない。 

(2) 別紙「被告プログラム目録（原告特定）」記載のプログラムのうち、同１は、15 

そもそもテストツールのプログラムではなく、本件クライム社製品に含まれる

別のファイルが紛れ込んでいたものに過ぎない。同２ないし８は、いずれもテ

ストツールのプログラムではあるが、同２、４、５及び６の各名称のプログラ

ムのうちの一部並びに同７はテストツールにおいても不要なプログラムである。

また、原告がＤ病院及びＧクリニックから入手したとするデータは、入手経路20 

に疑義があり、これに基づく差止め等の対象認定・特定はされるべきではない。 

  加えて、別紙「被告プログラム目録（原告特定）」は、各プログラムを名称の

みで特定し、容量及び更新日時での限定をしておらず、同一名称のプログラム

が、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の「システム」に含まれている

として、過大な請求として解されるおそれがあるため、容量及び更新日時も要25 

素としての特定がされるべきである。 
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４ 争点４（被告Ａの共同不法行為の成否）について 

 【原告の主張】 

被告Ａは、クライム社の従業員として、プログラム製品の開発の責任者である

開発課課長として業務に従事していたが、平成２１年１０月３１日に同社を退職

して被告会社に転職し、同年１１月１日に取締役に就任した後（平成２７年７月5 

６日以降は、被告会社の代表取締役）、被告会社において、原告プログラムを使用

した mammoditeの製造及び販売に関与している。そうすると、被告Ａには、原告

に対する加害について故意又は過失があるといえ、被告会社の上記不法行為（著

作権侵害又は不正競争）について共同不法行為が成立する。 

 【被告Ａの主張】 10 

   否認し、争う。 

５ 争点５（会社法４２９条に基づく損害賠償責任の成否）について 

 【原告の主張】 

被告Ａは、被告会社の取締役として、被告会社をして違法な行為を行わせない

よう監督する職務上の義務を負っていた。そうすると、被告Ａは、被告会社が事15 

業活動として各種のシステム開発を行うに当たり、他者の知的財産権を侵害しな

いよう自ら監視し、又は侵害しないことを確保する体制を構築する義務を著しく

怠る職務上の重大な過失によって、漫然と、被告会社をして、原告プログラムに

係る原告の著作権又は営業秘密を侵害させ、それによって原告に損害を生じさせ

た。 20 

よって、被告Ａは、会社法４２９条１項に基づき、原告に対して当該損害を賠

償する責任を負う。 

 【被告Ａの主張】 

   否認し、争う。 

６ 争点６（被告らの一般不法行為の成否）について 25 

 【原告の主張】 
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   知的財産権法は不法行為法の特別法であるところ、知的財産権侵害が成立しな

い場合であっても、知的財産権法が規律の対象とする知的財産の利用による利益

とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情が認められると

きには、一般不法行為の成立が肯定されるところ、知的財産等の利用行為が、①

恣意的に特定の営業主体の営業のみを妨害しようという害意を伴う利用行為で5 

ある場合や、②製品化契約の締結を求めて持ち込まれたデザイン等の作品につき

同契約の締結を拒絶しておきながら自らこれを製品化するといったような先行

行為・先行事情がある場合には、知的財産権法上の利用利益とは異なる法的利益

と観念される営業上の利益を侵害するものといえるから、自由競争の範囲を逸脱

するものとして、一般不法行為が成立する。 10 

本件において、被告らは、原告のビジネスの概要のみならず、原告プログラム

のライセンスに係る条件の内容や使用料の詳細等を認識した上で、あえて、正規

にライセンスを取得することなく無断で原告プログラムを利用したのであるか

ら、このような被告らの行為については、著作権法又は不競法違反の成否にかか

わらず、一般不法行為が成立する。 15 

 【被告らの主張】 

   否認し、争う。 

   著作権法６条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律

の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害

するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解する20 

のが相当であるところ、本件において、上記特段の事情はないから、被告らに

一般不法行為が成立しない。なお、被告会社は、原告のライセンスの体系や価

格が被告会社の希望する条件に合わなかったことから、mammodite の開発には

原告プログラムのライブラリを採用せず、ＤＣＭＴＫを採用することとしたの

であり、mammodite の正規品には原告のプログラムは一切使用されていない。 25 

原告は、害意が存する場合や先行行為・先行事情が存する場合に一般不法行
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為が成立すると主張するが、原告独自の見解にすぎない。  

７ 争点７（原告の損害額）について 

【原告の主張】   

 (1) mammoditeの正規品に係る損害 

  ア 逸失利益 5 

   (ア) 開発時の損害 

被告会社が、原告から利用許諾を受けて、プログラム開発のために原告

プログラムを利用する場合、ＰＤプログラムにつき５０万４０００円（消

費税込み（当時））、ＩＣプログラムにつき２１万円（消費税込み（当時））

のライセンス料の支払を要する（甲４）。 10 

     よって、被告会社が mammodite のプログラムを開発した際の原告プログ

ラムの複製・使用による損害額は合計７１万４０００円である。 

       (イ) 開発後の損害 

     被告会社は、平成２４年９月以降、mammoditeを販売しており、その販売

数は年間少なくとも１００台で、これが令和３年１２月まで継続された。 15 

     そして、被告会社が、原告から利用許諾を受けて原告プログラム（計２つ

のプログラムファイル）を複製又は使用する場合、少なくとも、１プログラ

ム当たり、ＰＤプログラムにつき３万２０００円（消費税別）、ＩＣプログ

ラムにつき２万円（消費税別）、合計５万２０００円（消費税別）のライセ

ンス料の支払を要する（甲４）が、本件では、少なくとも、ＰＤプログラム20 

として１３種類、ＩＤプログラムとして１２種類の内容の異なるプログラ

ムファイルの複製が判明しているところ、１台あたりにこれら各プログラ

ムが複製されたもので、それぞれごとに上記ライセンス料相当の損害が発

生するといえる。 

これらを踏まえると、被告会社が原告プログラムの複製・使用及び譲渡25 

を行ったことで原告が被った損害は６億６１０８万４０００円となる。 
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   イ 弁護士費用 

本件訴訟の内容と性質に照らせば、被告らの不法行為と相当因果関係のあ

る弁護士費用相当額は、上記アの合計額６億６１７９万８０００円の２割に

相当する１億３２３５万９６００円を下らない。 

   ウ 以上のとおり、mammoditeの正規品たる別紙「被告製品等目録（原告特定）」5 

記載１の製品等に係る被告らの行為によって、令和３年１２月３１日まで

に原告が被った損害額は合計７億９４１５万７６００円であるところ、原

告は、被告らに対し、上記損害の一部として１億円を、連帯して支払うよ

う請求する。 

 (2) 被告がテストツールと称する別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の製10 

品等に係る損害 

  ア 逸失利益 

   (ア) 開発時の損害 

     上記と同様、当該損害額は７１万４０００円を下らない。 

   (イ) 開発後の損害 15 

    被告会社は、少なくとも３つの医療機関（Ｂクリニック、Ｄ病院、Ｇク

リニック）に対して納入した製品に原告プログラムを複製・使用していた。

これらの医療機関において、①サーバーＰＣに存在する２０個のプログラ

ム中にＰＤプログラムが複製され、１７個のプログラム中にＩＣプログラ

ムが複製されており、②クライアントＰＣに存在する９個のプログラム中20 

にＰＤプログラムが複製され、７個のプログラム中にＩＣが複製されてい

た（すなわち、テストツールに複製されたＰＤプログラムは合計２９個、

ＩＣプログラムは２４個である）。 

     原告プログラムのライセンス料は、上記のとおり、１プログラム当たり、

ＰＤプログラムにつき３万２０００円（消費税別）、ＩＣプログラムにつき25 

２万円（消費税別）、合計５万２０００円（消費税別）であるから、１医療
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機関当たりの損害額は、１４０万８０００円を下回ることはない。 

     そして、被告会社は、平成２４年９月以降、年間１００台のペースで

mammodite を販売しており、被告のシステムが使用するパソコンの製造者

による保証期間は一般的に最長５年であること、テストツールを要するよ

うなトラブルの発生率が５％であることを踏まえて計算すると、平成１２5 

年から令和７年までにかけて、テストツールたる別紙「被告製品等目録（原

告特定）」記載２の製品等は、少なくとも２５５の医療機関に導入されたも

のといえる。 

    そうすると、上記導入による原告の損害額は、３億５９０４万円（＝１

４０万８０００円×２５５）を下らない。 10 

  (ウ) 検証用サーバー 

    被告会社内に存在する検証用サーバーに保管されたＰＤプログラム及

びＩＣプログラム一式分の損害額は１４０万８０００円である。 

  イ 弁護士費用 

    上記アの損害額の２割に相当する額は、被告らの不法行為と相当因果関係15 

のある損害である。 

  ウ 以上より、テストツールたる別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載２の

製品等に係る被告らの行為によって、原告が被った損害額は４億３３３９万

４４００円であるところ、原告は、被告らに対し、上記損害の一部として１

億円を連帯して支払うよう請求する。 20 

    なお、被告らの主張を踏まえて、算定し直したとしても、開発環境での損

害は３ライセンス相当分の２０４万円であるほか、配布用ライセンスに係る

損害は、テストツールの本来の用途に従った使用、誤っての使用、検証環境

セットアップのための使用をあわせたものとして、ＰＤプログラム１１２２

本分とＩＣプログラム９２８本分の計５４４６万４０００円で、損害額の合25 

計は５６５０万４０００円となる。 
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【被告らの主張】 

  すべて否認し、争う。 

  ランタイムライセンス料は、１パソコン 当たりの金額として計算すべきであ

って、１プログラム当たりの金額として、プログラム数を乗じるような算定をす

べきではない。 5 

  また、mammodite の正規品について、テストツールを使用した方がよいレベル

の不具合が生じることは極めてまれであり、医療機関に納入されたのは合計１２

施設（合計パソコン数は１２）であり、実際に使用されたと考えられるのは、多

くても合計１０施設（合計パソコン数は１０）である。そして、原告の主張と被

告会社内の調査結果を照らし合わせれば、上記１０台のパソコンについて、テス10 

トツールに切り替えられた状態では、１０台全てにＰＤプログラムが使用され、

そのうち９台にＩＣプログラムが使用されたということになる。 

  ＰＤプログラムのランタイムライセンス料は３万２０００円（消費税別）、ＩＣ

プログラムのランタイムライセンス料は２万円（消費税別）であるから、上記使

用に係る合計額は、５０万円（消費税別＝１０×３万２０００円＋９×２万円）15 

となる。これに加えて、検証サーバーにもテストツールが保管されていることか

ら、その１台分として、ＰＤプログラム及びＩＣプログラムの合計５万２０００

円を加算すると、ランタイムライセンス料の合計額は、５５万２０００円（消費

税別）となる。 

  また、開発に当たってパッケージ製品を購入することになっているところ、パ20 

ッケージ製品の金額は、ＰＤプログラムが４８万円、ＩＣプログラムが２０万円

（いずれも消費税別）である。 

  以上から、原告の損害額は、多くても、パッケージ製品及びランタイムライセ

ンス料の合計に相当する１２３万２０００円である。 

 ８ 争点８（消滅時効の成否）について 25 

 【被告らの主張】 
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   クライム社は、令和２年２月１９日に別件訴訟を提起し、mammodite のプログ

ラムにおいてクライム社のプログラムのソースコードが使用されているとの主

張をし、これに対し、被告らは、同年９月２３日付準備書面において、クライム

社が侵害対象として指摘するプログラムは、mammodite の正規品ではなく、テス

トツールに係るプログラムであると主張した。これに対し、クライム社は、同年5 

１０月頃、原告に対し、被告会社が原告プログラムを盗用して mammodite を開発

販売していることが疑われる旨伝えたところ、原告は、mammodite の分析をする

と申し出て、クライム社から、令和３年６月１８日に、侵害対象として問題とな

っていたプログラムのデータの提供を受けたのであるから、遅くともこの頃、当

該データがテストツールであることを知り、「損害及び加害者」を知ったといえ10 

る。 

そして、テストツールはクライム社が別件訴訟を提起した令和２年２月以降は

使用されていないため、テストツールに係る損害賠償請求権は全て令和３年６月

１８日以前に発生したものであるところ、令和６年６月１８日の経過によって消

滅時効が成立している。仮に、令和２年２月以降にテストツールが使用されたと15 

しても、その損害賠償請求権は、令和６年６月１８日以降に順次消滅時効が完成

し、原告がテストツールに関する損害賠償請求権についての訴えを追加した令和

７年４月１４日時点で３年を超過していた部分について消滅時効が完成した。 

 【原告の主張】 

   否認し、争う。 20 

上記データの提供をもって、原告が「損害及び加害者」を知ったとはいえない。 

また、原告は、本件訴訟の早期の段階から、被告会社が原告プログラムを使用

している対象を正規品と呼称しようが、テストツールと呼称しようが原告の権利

侵害に相違ないと主張していたのであるから、何ら権利行使の懈怠はなく、時効

完成前に、時効の完成猶予の措置が講じられたものといえる。 25 

第４ 判断 
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１ 争点１（著作権侵害の成否）について 

 (1) 原告プログラムの著作物性及び著作権者 

    ア プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるよ

うにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」（著作権法

２条１項１０号の２）であり、所定のプログラム言語、規約及び解法に制約5 

されつつ、コンピューターに対する指令をどのように表現するか、その指令

の表現をどのように組み合せ、どのような表現順序とするかなどについて、

著作権法により保護されるべき作成者の個性が表れることになる。 

 したがって、プログラムに著作物性があるというためには、指令の表現自

体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選10 

択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すな

わち、表現上の創作性が表れていることを要するといわなければならない

（知財高裁平成２１年（ネ）第１００２４号同２４年１月２５日判決・判例

時報２１６３号８８頁参照）。 

イ 原告プログラムのうち、ＰＤプログラムは、医療用システムの標準規格で15 

あるＤＩＣＯＭ規格に準拠したシステム開発をサポートするための機能を

有する総合的な開発キットプログラムであり、そのプログラム構成としては、

ライブラリを主たる内容としつつ、ヘッダーファイル、ライブラリファイル

利用のためのインターフェース等のプログラムも付加することで全体が構

成されている。一方、原告プログラムのうち、ＩＣプログラムは、ＤＩＣＯ20 

Ｍ規格に準拠した医療画像処理ソフトウェア開発用ライブラリで、ＰＤプロ

グラムを前提とするオプション製品であり、医療画像データの読込み、表示、

加工等の機能を備えている。 

一般に、ライブラリは、汎用的に利用可能な関数やクラスをまとめたもの

で、開発者が記述したソースコードをコンパイルしてオブジェクトファイル25 

（機械語）に変換し、これをまとめることでライブラリファイルとして生成
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される。原告プログラムのライブラリも、ソースコードで記述された関数等

をコンパイルしたオブジェクトファイルからなるもので、機械語で記述され

ている。 

開発キットである原告プログラムを用いて新たなプログラムを制作する

者は、自ら記述したソースコードをコンパイルしてオブジェクトファイルと5 

し、これと原告プログラムのライブラリをリンクすることで、実行プログラ

ムを生成するもので、原告プログラムのライブラリを組み込むことによって、

効果的、効率的なプログラム制作を可能とするものといえる。（甲４、６、

９、１４、３１、３２、乙５１〔枝番を含む。以下同じ〕、弁論の全趣旨） 

本件で、原告は、原告プログラムのライブラリについて、創作性を主張立10 

証するものである。 

ウ 原告プログラムのライブラリについては、これが機械語に変換される前の

ソースコードの全体が開示されているものではないものの、そのプログラム

の性質上求められる機能の種類やその多様性、それらに伴って要求される演

算処理の内容等に照らせば、ＰＤプログラム及びＩＣプログラムのいずれの15 

ライブラリも、相当の行数にわたる長大なソースコードをもって記述された

ものが機械語に変換されたものと認められる。このことのみから直ちにプロ

グラムとしての創作性を肯定するものではないが、相当のプログラム表現上

の選択の幅の中で、特定のプログラム表現を原告が選択したことをうかがわ

せる事情として指摘した上で、原告が原告プログラムのライブラリに係るコ20 

ンパイル前のソースコードを開示して主張立証する部分を具体的に見ても、

①プログラムの動作記録を行うＬＯＧとエラーが生じた場合に対応する処

理とを関連付ける記述部分、②マルチスレッドプログラミングの記述部分、

③画像データの保存と受信の形式に係る記述部分、④メモリ使用量を少なく

するデータ受信方法に関する記述部分があり（甲６～９）、いずれも創作性25 

を肯定することができる。 
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すなわち、①は、ＤＩＣＯＭ規格に反した画像データの処理方法に関する

記述であるが、原告は、開発キットプログラムである原告プログラムの利便

性の向上を目的として、８８個（８６種）のエラーメッセージ（ＰＤプログ

ラムにつき７９個（７７種）、ＩＣプログラムにつき９個（９種））を４つの

エラー重大性レベルにカテゴリ化するとともに、ＬＯＧとエラーメッセージ5 

との関連付けについて、相当の選択の幅が想定される中で、特定の選択をし、

これをプログラム表現として記述したのであるから、原告の個性が表れてい

るといえる。また、②は、原告プログラムが、複数の演算処理を同時に実行

するマルチスレッドプログラミングの手法でのシステム開発で用いられる

ことを想定したもので、これに対応するためのプログラミング記述には相当10 

の選択の幅が存在するところ、原告はその選択の幅の中から、特定の記述を

選択したといえるから、原告の個性が表れているといえる。さらに、③につ

いては、ＤＩＣＯＭ規格のもとでは、データの保存に関する事項とネットワ

ーク通信に関する事項は、別概念に属するものとされているため、プログラ

ム上もデータ保存に係る表現様式とネットワーク通信に係る表現様式は異15 

なるのが一般的であるところを、原告プログラムでは、その利用者の利便性

の観点から、両様式を統一することを前提にプログラムの記述をしていると

ころ、やはり選択の幅がある中から特定の記述をしたものといえるから、そ

の記述には原告の個性が表れている。④については、上記原告プログラムの

内容に照らせば、プログラムで処理をする画像データは大容量となり、その20 

ような大容量のデータの受信によってプログラムの処理速度が遅くなると

の問題が生じることは容易に想定できるところ、原告は、この問題を踏まえ

て、ＤＩＣＯＭ規格の画像データを受信処理する方法（順序や手順等）につ

いて、選択の幅がある中から、特定の選択をし、プログラムとして記述した

ものといえるから、その記述には原告の個性が表れているといえる。 25 

   したがって、原告プログラムのライブラリの記述は、原告の個性が表れた
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創作的な表現であることから、原告プログラムは著作物性を有するもので、

その著作者である原告が著作権を有するものと認められる。 

  ウ 被告らは、原告プログラムがアストロ社のプログラムを流用したものであ

って、原告プログラムに著作物性があるとしても、原告は著作者とはいえず、

著作権を有しない旨を主張する。しかし、被告らがその根拠として挙げる事5 

情は、原告代表者がアストロ社の元役員で、アストロ社を退職後間もない時

期に、同社の製品と用途を同じくする原告プログラムの販売を開始したもの

で、両製品間ではマニュアルの記載も類似していること、原告がアストロ社

との間でプログラム著作権をめぐる紛争を抱えていたことというものでは

ある（乙４９～５１）が、それら事情は、具体的なプログラム上の表現に関10 

するものではなく、機能面も含めて外形的な事情にとどまるものと言わざる

を得ず、原告プログラムが原告以外の者によって創作されたことを具体的に

立証するものではない。よって、被告らの上記主張は採用できない。 

  (2) 原告プログラムの複製の有無 

ア 複製の判断枠組み 15 

プログラムの著作物の複製の有無は、既存のプログラムの具体的表現中の

創作性を有する部分について、これに依拠し、この内容及び形式を覚知させ

るに足りるものを再製したといえることが必要であるから、各プログラムの

ソースコードを対比して検討することが一般ではある。しかし、上記のとお

り、原告プログラムは、その創作性が肯定されるライブラリが機械語で記述20 

されているもので、これを使用して医療用システムを開発しようとする者は、

コンパイル前のソースコードの開示を受けるわけではなく、既に機械語とな

っているライブラリを主たる内容とする原告プログラムを自らの開発環境

に置いた上で、自身が記述したソースコードをオブジェクトファイルに変換

したものと原告プログラムのライブラリをリンクさせて実行プログラムを25 

生成し、医療用システムとして完成させる、つまり、原告プログラムのライ
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ブラリを当該医療用システムに組み込むことで、効果的、効率的な開発を可

能とするものである。 

このような原告プログラムの内容及び利用態様を前提に、原告も、本件に

おいては、被告会社が、機械語で記述されたライブラリを主たる内容とする

原告プログラムを自らの開発環境に複製した上で、mammodite の開発に使用5 

し、その製品内に上記ライブラリを組み込むことで mammodite の正規品であ

る別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等を製造販売等したと主

張するものである。このような原告プログラムの特質上、ソースコードの対

比をもって複製の判断をすることは想定しようがない一方、被告会社が、原

告プログラムそのものを自らの開発環境に複製したり、そのライブラリを製10 

品内に組み込んで複製したりしていたことが立証されるのであれば、原告が

著作権を有するプログラム著作物である旨説示済みの原告プログラムの複

製そのものというべきである（ただし、そのような複製が立証されたとして、

それがどの製品等であるかは、別途の争点となる。この点は、後記(3)で検討

する。）。 15 

   イ 認定事実 

前記前提事実に加え、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めら

れる。 

   (ア) クライム社従業員の転職及び mammoditeの開発等 

   本件クライム社製品は、医療用システムの開発キットである原告プログラ20 

ムを使用して、クライム社が開発した製品名を「mammary」とするマンモグ

ラフィー画像診断システムである。そのため、本件クライム社製品は、原告

プログラムのライブラリをその一部として組み込んでいるもので、クライム

社が独自に記述したソースコードをコンパイルして機械語となったオブジ

ェクトファイルとリンクされ、それらが一体となって本件クライム社製品を25 

構成し、マンモグラフィー画像診断システムとして必要な機能を実装するも
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のであった。 

   クライム社においては、本件クライム社製品の開発、販売開始当初から、

顧客のもとを訪れて本件クライム社製品のメンテナンスを行うに当たって

は、当該担当者の私物パソコンを持参してその業務を行うことが常態化して

いた。そのため、本件クライム社製品を担当する従業員は、このような業務5 

上の必要性から、私物パソコンに、本件クライム社製品のプログラムを保存

しており、これに伴って、原告プログラムも私物パソコンに保存していた。 

  クライム社の従業員であったＮ氏は、平成２１年７月にクライム社を退職

し、平成２４年３月頃に被告会社に入社した。Ｎ氏は、クライム社在籍時に

は、本件クライム社製品も担当していたもので、クライム社の退職後である10 

平成２２年２月１２日においても、同社代表者から、本件クライム社製品の

不具合に関する技術的なサポートの相談を受けていた。（乙５３） 

  Ｈ氏を含むクライム社の従業員４名は、平成２４年２月末にクライム社を

退職し、同年３月１日に被告会社に入社したが、このうち２名は、クライム

社在籍中に、本件クライム社製品に係る業務のため、私物パソコンに本件ク15 

ライム社製品のプログラムを保存しており、これに伴って原告プログラムも

保存していた。 

被告会社では、これらクライム社からの転職と時期を同じくする平成２４

年３月にメディカル事業部を立ち上げ、被告会社へ転職した者達は、いずれ

も同事業部に配属された。このうちＨ氏は、同年４月には、被告会社のメデ20 

ィカル事業部担当の取締役に就任した。 

被告会社は、平成２４年９月には、メディカル事業部が担当する

mammoditeについて、厚生労働省から「医薬品、医療機器等の品質、有効性

及び安全性の確保等に関する法律」に基づく認証を受け、その頃に

mammoditeの販売を開始した。（乙５２） 25 

   (イ) Ｂクリニックに被告会社が残したプログラムの分析等 
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Ｂクリニックでは、マンモグラフィー画像診断システムとして、被告会社

の販売する mammoditeの導入を考えて被告会社との間で調整を進め、平成３

０年５月２１日には、被告会社がＢクリニック内でその導入作業として、複

数台のパソコンの持込み及び設定を行い、被告会社提供に係るマンモグラフ

ィー画像診断システムを利用することが可能な環境が構築された。しかし、5 

その後、Ｂクリニックと被告会社は、仕様変更の可否をめぐるやりとりを通

じて、関係性が険悪となっていき、同年８月頃には、Ｂクリニックへの

mammodite導入は白紙になるとともに、被告会社は、いったん構築した上記

複数台のパソコンを回収することもできないまま、Ｂクリニックに立入りす

ることができなくなった。（甲１０、乙１４～１６） 10 

Ｂクリニックでは、マンモグラフィー画像診断システムとして、新たに本

件クライム社製品の導入を決めたところ、クライム社は、同年９月、Ｂクリ

ニックを訪れて、その導入作業を行ったが、その際に、被告会社が残したま

まとなっていたマンモグラフィー画像診断システムに係る複数台のパソコ

ンを回収し、そこにインストールされていたプログラムを採取することとな15 

った。 

この採取に係るプログラムは、その後に原告がクライム社から最初に提供

を受けた「ＸｒｏｎｏＵｔｉｌ．ｄｌｌ」及び「ＭｋＴｈｕｍｂｎａｉｌ．

ｅｘｅ」との名称のプログラムをはじめ、約１０種のプログラムにおいて、

原告プログラムの乱数表、原告がクライム社への利用許諾の際に発行したＩ20 

Ｄ及びパスワード、原告プログラムの開発段階においてライブラリに使用し

たソースコードファイルの一部のファイル名と一致する２２個の文字列、原

告プログラムが特定の挙動をした際に表示される全８６種のＬＯＧメッセ

ージ（ＰＤプログラムにつき７７種、ＩＣプログラムにつき９種）と一致す

る文字列、原告の商号を表す文字列、プログラムの国際標準登録機関におけ25 

る原告のＩＤを示す数字列を、それぞれ機械語として含むものであったほか、
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原告プログラムに含まれる１８の関数（ＰＤプログラム１５、ＩＣプログラ

ム３）のオブジェクトコードと一致するオブジェクトコードも含まれていた。

（甲８、１７、１８、３２） 

   ウ 検討 

  上記のとおり、被告会社が平成３０年５月にＢクリニックへの mammodite5 

導入のために持ち込み、結果として、残置することとなったパソコンに保存

されていたプログラムには、原告プログラムの乱数表、原告プログラムのラ

イブラリに係る機械語変換前のソースコードファイルの一部のファイル名

と一致する２２個の文字列、原告プログラムが特定の挙動をした際に表示さ

れるＬＯＧメッセージ８６種と一致する文字列、原告の商号を表す文字列な10 

ど、原告プログラムとの一致点が多岐にわたっており、偶然では説明がつか

ない内容といえる。しかも、被告会社は、平成２４年９月頃の mammoditeの

販売に先立って、クライム社からの転職者を複数雇用しているが、クライム

社は mammodite と競合する先行製品である本件クライム社製品を、原告プロ

グラムを用いて開発したもので、それら転職者の私物パソコンには、本件ク15 

ライム社製品のプログラムに伴って原告プログラムも保存されていたとこ

ろ、被告会社は、原告プログラムを容易に利用できる環境にあったものとい

える。このような事情に照らせば、被告会社では、原告プログラムのライブ

ラリをその一部とするマンモグラフィー画像診断用システムを長期間保有

し、利用していたもので、その制作過程でも原告プログラムが複製、使用さ20 

れたと認めるのが相当であり、この認定を妨げるに足りる証拠はない。 

  したがって、被告会社は、原告が著作権を有するプログラム著作物である

原告プログラムを複製し、その著作権を侵害したものといえる（以下では、

被告が保有し、原告プログラムをその一部とするマンモグラフィー画像診断

用システムのことを「本件侵害品」ということとする。）。 25 

なお、被告会社は、著作物である原告プログラムにつき、その創作性の根
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拠となっているライブラリを含めて複製したものであり、これをもって著作

権侵害の立証としては十分であるため、原告プログラムとの個々の一致点に

ついて創作性を論じる必要はない。 

(3) 本件侵害品は mammoditeの正規品か 

ア 原告は、本件侵害品こそ mammoditeの正規品、つまり、別紙「被告製品等5 

目録（原告特定）」記載１の製品である旨主張するのに対し、被告はこれを否

定し、mammodite の動作不良があった場合等に、同じ用途の別ソフトウェア

に置き換えて動作検証等を行うためのテストツールにとどまる旨主張する。

また、原告は、仮に被告会社が本件侵害品とは別の製品を mammodite として

保有、販売しているとしても、被告会社が自らの侵害行為を察知されたと気10 

づいた後のことであり、それまでは本件侵害品を mammoditeとして販売して

いた旨主張するものでもある。 

この点、Ｂクリニックにおいて、mammodite 導入直後のパソコンに本件侵

害品が残置されていたことなどからすると、これが mammodite の正規品であ

ると原告が疑うのももっともな部分がある。 15 

しかし、証拠（乙５、１７、２２～２４、２７～３３、３７～４２）によ

れば、被告会社では、Ｃ病院、Ｄ病院、Ｅクリニック、Ｆ病院ほか３医療機

関において、mammoidte の正規品を納入しているが、それら正規品のプログ

ラムは、本件侵害品とは異なり、原告プログラムとの上記のような一致点を

見出すことはできず、むしろ、原告プログラムとは別の医療用システム開発20 

プログラムであるＤＣＭＴＫ（乙８）を示す文字列も確認されている。そう

すると、これら医療機関で稼働しているマンモグラフィー画像診断用システ

ムは、原告プログラムのライブラリをその一部とする本件侵害品ではなく、

ＤＣＭＫＴを用いて別に開発された製品であると言わざるを得ない（以下、

このマンモグラフィー画像診断用システムのことを「本件別製品」という。）。 25 

しかも、上記証拠によれば、上記７医療機関における本件別製品の納入時
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期は、順に、平成２８年３月１３日、平成２９年３月２３日（ただし、同月

２７日に切替えツールの実行により本件侵害品に入れ替えられ、その後令和

元年１２月２７日までに本件別製品に戻されたもの。）、平成３０年４月５日、

平成３１年３月２４日、残りの３医療機関は平成３０年７月５日、同年８月

６日、同年１１月２５日で、いずれもＢクリニックで導入作業が行われ、そ5 

の残置パソコンをクライム社が回収するという経過のあった平成３０年５

月ないし同年９月と時期を同じくし、これよりも以前のものも複数含まれて

いるところ、これら事実関係は、本件別製品が、従前から mammodite の正規

品として販売されていたことを示すものといえる。 

そして、証拠（乙２４～２６）によれば、被告会社では、ＩＰアドレス末10 

尾を５０とするサーバー（以下「５０サーバー」という。）と、ＩＰアドレス

末尾を５２とするサーバー（以下「５２サーバー」という。）の２つのサーバ

ーを保有していた（乙２５）が、上記各医療機関では、いずれも mammodite

導入にあたって、被告会社が医療機関に持ち込んだパソコンから、５０サー

バーにアクセスし、同サーバーに保存されているデータをダウンロード、実15 

行する手順がとられていた（乙２４、２９～３３、３７～４２）。これに対し、

Ｂクリニックでの導入作業では、被告会社の持ち込んだパソコンから、５０

サーバーではなく、５２サーバーにアクセスし、データをダウンロード、実

行する手順がとられ、その結果として、本件侵害品が導入されていたもので

ある（甲１９、乙２４）。これらの事情は、被告会社においては、従来から、20 

５０サーバーに本件別製品を、５２サーバーに本件侵害品を保存、保有して

いたもので、mammodite の正規品を納入する際は、５０サーバーにアクセス

して、本件別製品に係るデータをダウンロード、実行することとしていた、

５２サーバーにはテストツールや開発中の製品などを保存していたという

被告らの主張と整合的といえる。 25 

本件においては、Ｂクリニックで、５２サーバーに保存されていた本件侵
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害品に係るデータがダウンロード、実行された経緯には不分明の部分がある

ことは否定できないものの、以上の諸事情に加え、一般論として、プログラ

ムで構成された正規品の不具合の際に、動作検証等を行うために、同じ用途、

目的の機能を備えたテストツールを保有しておく必要性自体は了解可能で

あることも踏まえると、被告会社が mammoditeの正規品として販売していた5 

のは、本件別製品であると認められる一方、本件侵害品が mammodite の正規

品であることを認めるに足りる立証がされているとはいえず、証拠上の認定

としては、正規品とは別のテストツールとして被告会社が保有し、使用して

いたものと認められる。 

イ これに対し、原告は、Ｂクリニックのみならず、同じく mammodite を導入10 

しているＤ病院及びＧクリニックのパソコン内のデータにおいても、原告プ

ログラムとの一致点が検出されたのであるから、原告プログラムのライブラ

リをその一部とする本件侵害品こそが mammodite の正規品として販売され

ていたものである旨主張する。 

  この点、被告らも、それら医療機関に、本件侵害品のデータが存在してい15 

たこと自体を否定するものではない（乙６５）が、mammodite を導入してい

る複数の医療機関で本件侵害品のデータが存在したとして、これがテストツ

ールであることと矛盾するものではなく、上記アで説示のような多数の納入

先医療機関での諸事情を踏まえた判断を左右するものではない（ただし、本

件侵害品がどの程度の頻度、範囲で利用されていたかを検討する上での１事20 

情とは考えられる。）。 

他方、原告は、それらデータの入手経緯について、Ｄ病院につき、クライ

ム社代表者がＤ病院の対象パソコンから取得したものの提供を受けた、Ｇク

リニックにつき、自らがＧクリニックを別用務で訪れ、パソコンを用いた作

業の際に、採取したとするものであるが、それらを根拠づける証拠は原告代25 

表者の陳述書のみで（甲３７、４３）、裏付けを欠き、各医療機関がその提供
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を認めているわけでもない（乙５４、５７）ところ、原告がそれらデータの

内容や解析結果とするところ（甲３２、３７、４３、４４、４９など）をも

って、本件侵害品がそれら医療機関に存在していたという被告らが認めてい

る事実以上の具体的な事実を認めることはできず、そのような事実の存在を

前提に、本件侵害品の被告会社での位置づけなどを論じることもできない。 5 

ウ また、原告は、上記アの各医療機関で稼働しているマンモグラフィー画像

診断システムが本件別製品であるとしても、当初は本件侵害品を正規品とし

て導入していたところを、自らの侵害を察知されたと考えた被告会社が、事

後的に、本件別製品と入れ替えたものである旨も主張する。 

しかし、これらの全医療機関でそのような入替えが行われたことを積極的10 

に示す証拠があるわけではない。この点、Ｄ病院においては、mammodite の

導入直後の平成２９年３月２７日に、プログラムの切替えツールが実行され、

本件侵害品に入れ替えられた上で、遅くとも令和元年１２月２７日のアップ

デートまでに本件別製品に入れ替えられたことが認められる（乙２７、２８、

４２）が、このような経過も、本件侵害品が mammoditeの正規品であること15 

を示すものではなく、むしろ、被告会社においては、かねてから、本件別製

品と本件侵害品とを並行して保有し、切替えツールによる入替えを行うこと

があったことを示すもので、被告らの主張に整合的といえる（ただし、本件

侵害品がどの程度の頻度、範囲で利用されていたかを検討する上での１事情

とは考えられる。）。これに対し、原告は、Ｄ病院に存在したプログラムに係20 

る被告らの解析結果（乙２７）には、切替えツールの実行時期などについて

疑義がある旨の証拠も提出する（甲４１）が、上記証拠（乙２７）の信用性

を決定的に否定するまでのものとはいえない（乙４２）上、上記アの多数の

医療機関に係る証拠評価全体を揺るがすものとはいえない。 

他方で、仮に、原告が主張するように、本件侵害品こそが mammodite の正25 

規品であったとすれば、これを導入した医療機関のパソコンには、Ｂクリニ
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ックのように、５２サーバーに保存されていたデータの実行履歴が残ること

になると考えられるが、実際には、前記のとおり、導入時の実行履歴は、い

ずれも５０サーバーに保存されたデータに関するものであった。この点、本

件侵害品に係るデータが５０サーバーにも保存されていたという前提に立

てば、原告の主張とも一応の整合性が保たれるものではあるが、あくまで抽5 

象的な可能性、想定の域を出るものではなく、５０サーバーと５２サーバー

に、本件別製品と本件侵害品に係るデータをそれぞれ分けて保存し、目的に

応じて使い分けていたとする被告らの主張により整合的な履歴といわざる

を得ない。 

エ 以上のイ及びウの検討に照らせば、上記アの認定、判断を否定し、本件侵10 

害品が mammodite の正規品であるとの立証がされているとはいえず、他の証

拠を踏まえても、この点に関する原告の主張は採用できない。 

(4) 本件別製品は原告プログラムを複製したものか 

  ところで、原告の主張は、mammodite の正規品が原告プログラムを複製し、

その著作権を侵害するというものであるところ、本件別製品が mammodite の正15 

規品であるとの判断をする以上、これが原告プログラムを複製するものである

かについて、別途判断する必要がある。 

  しかし、上記(3)アで説示のとおり、本件別製品は、本件侵害品とは異なり、

原告プログラムとの一致点があるとは認められず、むしろ、原告プログラムと

は別の医療用システム開発プログラムであるＤＣＭＫＴを用いて開発された20 

製品であると認められるところ、原告プログラムのライブラリをその一部とす

るなどして、複製したものとは認められない。 

  よって、本件別製品たる mammoditeの正規品は、原告プログラムを複製した

ものとはいえない。 

 ２ 争点２（被告会社の不正競争の成否）について 25 

(1) 判断を要する争点の範囲 



 

46 

 

原告は、被告会社に対する差止等請求及び損害賠償請求の法的根拠につき、

著作権侵害と不競法違反を選択的とするもの（損害賠償請求については、不法

行為も加えての選択的）であるところ、著作権侵害に係る前記１の判断のもと、

本件侵害品たるテストツールに係る差止め等の請求について後記３のとおり

に認容されるべきもので、また、損害賠償請求についても後記７のとおりに一5 

部認容されるべきで、仮に不競法違反が認められたとしても、その損害算定額

が著作権侵害における損害算定額を超えるものではないといえるから、本件侵

害品たるテストツールとの関係で、被告会社の不競法違反及び不法行為の成否

について、別途判断することはしない。 

他方、本件別製品たる mammoditeの正規品については、前記１で説示のとお10 

り、著作権侵害が認められず、著作権に基づく差止め等の請求及び損害賠償請

求のいずれも棄却されるべきものであるところ、不競法違反及び不法行為の成

否について、別途判断する必要があることになる。 

(2) 不競法２条１項８号等の不正競争の成否 

原告は、原告プログラムのライブラリファイルが原告の営業秘密に該当する15 

ことを前提に、mammoditeの正規品は、被告会社が同営業秘密を使用して開発

したものである旨主張する。 

しかし、前記１(4)で説示のとおり、本件別製品たる mammodite の正規品は、

本件侵害品とは異なり、原告プログラムとの一致点があるとは認められず、む

しろ、原告プログラムとは別の医療用システム開発プログラムであるＤＣＭＫ20 

Ｔを用いて開発された製品である。そのため、原告プログラムのライブラリフ

ァイルが原告の営業秘密に該当するとしても、本件別製品たる mammodite の正

規品が、当該営業秘密を使用して開発されたものとは認められない。 

したがって、営業秘密該当性について判断するまでもなく、被告会社が、原

告の営業秘密を使用して mammoditeの正規品を開発したとは認められず、これ25 

を前提とする mammoditeの正規品、すなわち、別紙被告製品等目録（原告特定）
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記載１の製品等に係る差止め等の請求及び損害賠償請求は理由がない。 

なお、原告は、被告会社による原告の営業秘密の不正取得も主張するが、そ

の主張が認められたとしても、上記のとおり、その「使用」が認められない

mammodite の正規品に係る差止め等の請求及び損害賠償請求を法的に根拠づ

けるものとはならないから、判断を要しない。 5 

(3) 不競法２条１項１８号の不正競争の成否 

原告は、原告との関係で正規の開発者であるクライム社に発行したユーザＩ

Ｄとパスワードにつき、被告会社が mammoditeの正規品に埋め込むことによっ

て、パスワード認証を通過できるようにし、不競法２条１項１８号に該当する

行為を行った旨主張する。 10 

しかし、原告の主張は、mammoditeの正規品が本件侵害品であることを前提

とするものであるが、その主張が採用できないことは、前記説示のとおりであ

る。mammodite の正規品は、原告プログラムとの一致点を見出すことのできな

い本件別製品であるとの前提に立つ以上、被告会社がパスワードなどをその製

品内に埋め込んだことを認める根拠はなく、その主張は採用できない。 15 

３ 争点３（差止め及び廃棄の必要性並びに対象の特定）について 

   前記１及び２での判断を前提に、原告の差止め等の請求につき、その認容範囲

等を検討する。 

(1) まず、被告会社による原告プログラムの無断複製、使用があったものである

ところ、その使用の差止めを求める原告の請求を認容する（主文第１項、請求20 

第１項）。 

  なお、原告プログラムは、その性質、内容等に照らし、使用が複製と不可分

の関係にあるところ、複製権に基づきその使用を差し止めることができると解

するものである（被告らもこの点を特に争点とするものではない。） 

(2) 次に、原告が、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１及び同２の製品等25 

の製造販売等の差止め及び廃棄を求める請求（請求第３項）については、同１
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の製品等、すなわち、本件別製品たる mammoditeの正規品に係る差止め及び廃

棄請求の法的根拠とする著作権侵害と不競法違反がいずれも認められないか

らいずれも棄却する一方、同２の製品等、すなわち、本件侵害品たるテストツ

ールに係る差止め及び廃棄請求については、著作権に基づくものとして、認容

する（主文第３項）。 5 

ただし、その対象については、形式的な修正に加え、原告プログラムを構成

しつつ、本件侵害品を構成することが証拠（甲１８、５５）上認定できる範囲

（つまり、前記１(3)イで説示のとおり、Ｄ病院及びＧクリニックで確認され

たと原告が主張するプログラムは含まれない。）として、別紙「被告製品目録

（裁判所特定）」のとおりに特定するものである。 10 

なお、被告会社は、本件侵害品たるテストツールについては現に使用してお

らず将来使用する予定もないので、その差止め等の必要性はない旨主張するが、

被告会社は、本件侵害品を、テストツールとして長年利用し続けてきたもので

ある上、マンモグラフィー画像診断用システムとしての用途、目的を果たすだ

けの機能を備えるものといえる以上、原告が請求するとおりに、その製造販売15 

等の差止め及び廃棄の必要性が肯定されるものである。 

(3) 原告は、上記(2)の差止め及び廃棄の請求とあわせて、その製品を構成する

各プログラムの消去も請求する（請求第２項、別紙「被告プログラム目録（原

告特定）」）ものであるところ、著作権法１１２条２項の措置として、その必要

性も認められるため、上記(2)の認容対象を構成するプログラムの限りにおい20 

て、これを認容する（主文第２項）。 

  ただし、その対象は、同一名称の別プログラムを含むものではないことを明

確にすべく、別紙「被告プログラム目録（裁判所特定）」のとおりに特定する

のが相当である。 

(4) ところで、被告らは、原告が差止め等の請求の対象として、別紙「被告製25 

品等目録（原告特定）」記載２の製品等を追加することは、著しく訴訟手続を
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遅滞させるため、訴えの変更を許すべきではない旨申し立てる（民事訴訟法１

４３条４項）。この点、本件訴訟において、原告が差止め等の請求の対象とし

てこれを追加したのが、本件提訴から３年以上経過した後の令和７年４月１４

日付け「第１１準備書面（兼 訴えの変更（追加）申立書）」によるものであ

ることは確かである。 5 

しかし、原告は、あくまでも mammoditeの正規品こそが本件侵害品であると

の立場に立って、別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１の製品等の差止

め等を求めていたもので、相応の根拠があったものでもあるところ、これが認

められないとする裁判所からの心証開示を受けて、やむを得ず、予備的な請求

として、テストツールが本件侵害品であるとの前提で訴えの追加的変更をした10 

ものであるところ、了解可能な訴訟経過であり、特段原告に責められるべき点

はない。また、この追加がされた後、対象特定のあり方をめぐって、双方当事

者及び裁判所間で一定の議論等はあったものの、侵害論そのものは、それまで

の審理がそのまま活かされたもので、これによって、著しく訴訟手続を遅滞さ

せるものであったとは認められない。 15 

以上より、当裁判所は、訴えの変更を許さない旨の決定をすることなく、上

記訴えの変更を認めて審理を進めた上で、本判決をするものである。 

４ 争点４（被告Ａの共同不法行為の成否）について 

   原告は、被告会社の取締役にして、平成２７年７月６日からは代表取締者であ

る被告Ａ個人も、被告会社と共同で、本件侵害品たるテストツールに原告プログ20 

ラムを複製し、使用したのであるから、被告Ａには被告会社の著作権侵害又は不

競法違反について共同不法行為が成立すると主張する。 

      しかし、テストツールの制作過程における被告Ａ個人の関わりの内容、程度等

は何ら具体的に主張立証されているものではなく、会社としての著作権侵害行為

があった場合に、その取締役ないし代表取締役個人につき、当然に共同不法行為25 

が成立するものでもない。以上は、被告会社に不競法違反が成立するとした場合
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でも同様である。 

   よって、原告の上記主張は採用できない。 

５ 争点５（被告Ａの会社法４２９条に基づく損害賠償責任の成否）について 

  原告は、被告会社の著作権侵害又は不競法違反について、代表取締役である被

告Ａの任務懈怠があったので、被告Ａは会社法４２９条１項に基づく損害賠償責5 

任を負う旨主張する。 

しかし、前記４と同様に、被告Ａの任務懈怠や重過失との評価を根拠づける事

実などについての具体的な主張立証はされていないし、会社による著作権侵害等

があった場合に、その取締役ないし代表取締役につき、当然に会社法４２９条１

項の責任を負うものでもない。 10 

  よって、原告の上記主張は採用できない。 

６ 争点６（被告らの一般不法行為の成否）について 

(1) 被告会社関係 

前記２(1)で説示したところにより、本件別製品たる mammodite の正規品と

の関係についてのみ、不法行為の成否を判断するに、既に繰り返し説示してい15 

るとおり、本件別製品たる mammoditeの正規品は、原告プログラムを複製、使

用したものとはいえないところ、原告プログラムのライセンス契約を締結して

いないことを基礎に不法行為の成立を論じる原告の主張は、その前提において

採用できないといえる。 

(2) 被告Ａ関係 20 

ア まず、本件別製品たる mammodite の正規品との関係では、上記(1)同様の

理由により、被告Ａについても、不法行為が成立するとは認められない。 

イ 本件侵害品たるテストツールとの関係でも、やはり被告Ａ個人の具体的な

関わりの内容、程度等は具体的に主張立証されていないから、原告主張に係

る不法行為が成立するとはいえない。 25 

７ 争点７（原告の損害額）について  
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  前記説示のとおり、被告会社は、原告プログラムを自らの開発環境に複製し、

これを使用して、原告プログラムのライブラリをその一部とする本件侵害品たる

テストツールを制作するとともに、そのテストツールを、mammodite の正規品に

動作不良等があった場合の動作検証等で業務上利用してきたものである。そして、

mammodite の正規品の販売は、平成２４年９月頃には開始されたものであるが、5 

テストツールの必要性は、その性質からして、正規品の販売開始当初から存在し

ていたといえる上、原告プログラムを保有していたクライム社から被告会社への

複数の転職者の存在も前提とすれば、正規品の販売開始当初から、上記テストツ

ールも制作済みであったと認められる。 

  したがって、被告会社による原告プログラムの著作権侵害に係る損害額を算定10 

するにあたっては、被告会社によるテストツールの利用が、平成２４年９月頃か

ら、クライム社が別件訴訟を提起し、被告会社が本件侵害品たるテストツールの

利用を一律でやめることとしたとする令和２年２月頃（これ以降も利用が継続し

ていることを認めるに足りる証拠はない。）までの長期間にわたっていることを

前提として検討することとなる。 15 

  (1) テストツール制作時の損害 

医療用システムの開発業者が、原告から利用許諾を受けてプログラム開発

のために原告プログラムを利用する場合、開発プログラムパッケージの購入

費用として、ＰＤプログラムのライセンス料につき４８万円（消費税別）、Ｉ

Ｃプログラムのライセンス料につき２０万円（消費税別）が必要となる（甲20 

４）ところ、被告会社の本件侵害品たるテストツール制作に係る原告プログ

ラムの複製によって原告が被った損害額は、平成２４年当時の消費税率及び

原告の主張を踏まえて７１万４０００円と認める。 

原告は、開発環境として３ライセンス分の損害が発生している旨主張する

が、具体的根拠を欠くものであって、採用することができない。 25 

    (2) テストツール利用時の複製による損害 
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     被告会社は、平成２４年９月頃以降、mammoditeの正規品の製造販売と併せ

て、本件侵害品たるテストツールを、その用途に応じた必要時に、正規品納入

先の医療機関のパソコンに複製し、事業上利用し続けてきたものであり、これ

が、クライム社が被告らに対する別件訴訟を提起した令和２年２月頃まで継

続していたものといえる。 5 

     このような複製によって原告が被った損害額については、単位数量あたり

のライセンス料相当額に、その単位に応じた複製の数量を乗じることで算定

することができるという限りにおいては、双方当事者間で見解の相違はない

ものの、①単位の採り方も含めた単位数量あたりのライセンス料相当額の点

とともに、②本件侵害品たるテストツールがどの程度の数の医療機関で複製、10 

利用されていたかについて、双方の主張には大きな隔たりがあるため、以下、

検討する。 

   ア まず、原告における原告プログラムのランタイムライセンス料は、パソコ

ン１台を単位として、ＰＤプログラムにつき３万２０００円（消費税別）、

ＩＣプログラムにつき２万円（消費税別）とされている（甲４）。他方で、15 

証拠（乙６５）によれば、本件侵害品たるテストツールが医療機関で複製さ

れる場合、ＰＤプログラム及びＩＣプログラムの双方を含むことが多いも

のの、オプション製品であるＩＣプログラムを含んでいない場合もあった

と認められるほか、医療機関の規模等に応じて、原告プログラムが複製され

るパソコンが複数台に及ぶ場合があった可能性も否定できない。テストツ20 

ールという性質もあり、平成２４年にまで遡ってその詳細を明らかにする

ことは困難であるが、損害算定上、後記イの医療機関数を乗じるにあたり、

被告会社の本件における侵害態様や著作権法１１４条５項も踏まえ、１医

療機関あたりのライセンス料相当額を１０万円とするのが相当である。 

     これに対し、原告は、１医療機関あたりのライセンス料相当額を１４０万25 

８０００円とすべきである旨主張するが、これは、原告プログラムのランタ
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イムライセンス料相当の損害について、本件侵害品を構成する個々のプロ

グラムごとに別個に発生するとして、それらを全て足し合わせて計算した

ものであり、被告会社の侵害態様を踏まえても過剰な金額となっていると

いわざるを得ず、採用できない。 

イ 次に、本件侵害品たるテストツールが複製された医療機関の数を検討す5 

るが、テストツールの性質に加え、被告会社が平成２４年以降の長期間にわ

たって利用してきたこともあり、医療機関数を厳密に認定することは困難

である。 

  しかし、本件における被告会社の侵害態様に加え、その侵害が外部からは

通常うかがいしれない場で行われてきたことに照らしても、医療機関数の10 

厳密な認定が困難であることをもって、その負担を原告に一方的に帰する

ことは、当事者間の衡平を害するものといえる。 

このような観点も踏まえて検討するに、被告会社による本件侵害品たる

テストツールの利用期間は、平成２４年９月頃から令和２年２月頃までの

８年近くに及ぶ長期間にわたるものであったほか、被告会社が販売する15 

mammoditeの顧客たる医療機関は、全国的な広がりを持ち、相当の数にのぼ

るものといえる（乙２７、２８、３２、３８、６５、弁論の全趣旨）。また、

テストツールの必要性は、特に mammodite 販売開始当初の方が相対的に高

かったであろうことはうかがわれるものの、これを長期間維持管理して利

用していた以上、その負担等に見合うだけの頻度での需要が継続的にあっ20 

たと考えられる。この点、平成３０年前後で、証拠上判明しているだけでも、

ＢクリニックとＤ病院において本件侵害品たるテストツールが複製されて

いるところ、この点も、相応の頻度での複製、利用が継続していたことを示

唆しているし、本件別製品と本件侵害品との入替えを容易に実行すること

のできる切替えツールの存在（乙２７、２８、４２）も、これに符合するも25 

のである。しかも、前記１の認定・説示に照らせば、上記のＢクリニック及
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びＤ病院では、mammoditeの導入当初から、一定まとまった期間にわたって、

本件侵害品を利用可能な環境が継続していたものといえるところ、テスト

ツールとは言いながらも、テストツールとしての用途を超えて、マンモグラ

フィー画像診断用システムの本番環境として利用される場合もあったと認

めざるを得ない（被告らの主張には、このようなテストツールの本番環境で5 

の利用につき、設定作業時の誤りによるものである旨も含まれているが、仮

に、被告会社が意図してのことではなく、設定作業時の誤りによるものであ

ったとしても、そのようなことが生じ得る管理等の状況にあったことに照

らせば、過失による不法行為責任を免れるものではない。）。 

以上をはじめとする本件の諸事情を踏まえ、原告の被った損害の算定上、10 

本件侵害品たるテストツールが複製された医療機関の数を８０とするのが

相当である。そして、損害算定の基礎とすることで争いのない被告会社の検

証サーバー（５２サーバー）への複製分を加えた８１を上記アの金額である

１０万円に乗じ、原告の損害額は８１０万円と算定される。 

これに対し、被告らは、社内での調査（乙６５）によっても、本件侵害品15 

たるテストツールの複製ないし利用の件数は多くとも１０ないし１２件程

度である旨主張するが、mammoditeの正規品の販売が開始された直後である

平成２４年及び平成２５年の利用実績がほとんどないというテストツール

としての不自然さに加え、上記で説示した諸事情に照らし、過小な申告とい

わざるを得ず、当事者間の衡平の観点も踏まえ、採用することはできない。 20 

   (3) 弁護士費用 

    被告会社の本件著作権侵害（不法行為）と相当因果関係のある弁護士費用は、

上記(1)(2)の認容額、本件訴訟の難易度及び差止等請求が認容されていること

などの事情を総合考慮して、１２０万円と認めるのが相当である。 

    (4) 小括 25 

    以上によれば、原告の被った損害額は１００１万４０００円となる。  
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 ８ 争点８（消滅時効の成否）について 

被告会社は、本件侵害品たるテストツールに係る原告の被告会社に対する損害

賠償請求権について、原告は、クライム社がＢクリニックから採取したプログラ

ムの提供を受けた令和３年６月１８日時点において「損害及び加害者を知った」

といえる一方、原告が上記損害賠償請求権について、訴えの追加的変更で請求す5 

るに至ったのは、令和７年４月１４日のことであるところ、原告の上記損害賠償

請求権は全て令和３年６月１８日以前に発生したものであるから、令和６年６月

１８日の経過をもって時効消滅した旨主張する。 

しかし、原告は、令和４年３月２日の本件訴訟提起時点から、被告会社が自社

のマンモグラフィー画像診断システムに原告プログラムを複製し、著作権を侵害10 

したことで、その著作権者である原告が損害を被ったことによる不法行為に基づ

く損害賠償請求権につき、被告会社に裁判上の請求をしていたもので、これによ

って、本件で認められるべき旨説示した原告の被告会社に対する損害賠償請求権

の消滅時効に係る完成猶予の措置がとられたものといえる。当該侵害品が、

mammodite の正規品であるか、テストツールと称すべきものであるかは、差止め15 

等の請求の対象特定等の文脈であればともかく、本件の不法行為に基づく損害賠

償請求権そのものの同一性を左右する事情とはいえない。 

他方で、被告らの主張を前提にしても、原告が「損害及び加害者」を知ったの

は、令和３年６月１８日となるから、本件訴訟の提起をもって時効の完成猶予の

措置がとられた令和４年３月２日までに、３年の消滅時効は完成していなかった20 

ことになる。 

よって、原告の被告会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求権が時効消滅

した旨の被告会社の主張は採用できない。 

第５ 結論 

  よって、原告の請求は主文の限度で理由があるから、その限度で認容し、その余25 

を棄却することとし、主文のとおり判決する。なお、主文第２項及び第３項(2)イに



 

56 

 

ついては、仮執行宣言は相当でないから付さないこととするものである。 

大阪地方裁判所第２１民事部 

 

 

裁判長裁判官 5 

                                      

                      松  川     充  康 

 

   裁判官阿波野右起及び同島田美喜子は、転補のため署名押印できない。 

 10 

 

裁判長裁判官 

                                      

                      松  川     充  康 

  15 
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（別紙） 

原告プログラム目録 

 

１ 名 称  ＰｏｗｅｒＤＩＣＯＭ 

（商標登録済み、登録番号：第５０４１７８７号） 5 

種 類  アプリケーション開発キット 

機 能  医療用システムの標準規格である「ＤＩＣＯＭ」に準拠した

医療情報データの読込み、解析、作成及びネットワークによる

送受信等 

作 成 者  原告 10 

対 象 Ｏ Ｓ  Ｗｉｎｄｏｗｓ 

言 語  Ｃ＋＋ 

 

２  名 称  ＩｍａｇｅＣｌａｒｉｔｙ 

（商標登録済み、登録番号：第５０５７５３３号） 15 

種 類  アプリケーション開発キット 

機 能  医療用システムの標準規格である「ＤＩＣＯＭ」に準拠した

医療画像データの読込み、表示及び加工等 

作 成 者  原告 

対 象 Ｏ Ｓ  Ｗｉｎｄｏｗｓ 20 

言 語  Ｃ＋＋ 
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（別紙） 

             被告プログラム目録（裁判所特定） 

 

   別紙「被告製品目録（裁判所特定）」記載のシステムを構成する以下の名称、容

量及び更新日時によって特定される各プログラム 5 

 

名称 容量（バイト） 更新日時 

MediaFsu.exe 2，881，024 2012年 11月 08日 

14:24:32 

MediaFsu.exe 2，880，000 2014年 05月 28日 

17:15:10 

MkThumbnail.exe 856，064 2012年 08月 09日 

16:06:18 

MkThumbnail.exe 855，552 2013年 10月 29日 

11:48:30 

PreConv.exe 2，899，968 2014年 02月 03日 

12:19:30 

StoreScu.exe 315，392 2007年 03月 06日 

17:43:52 

XronoQR.exe 3，439，616 2015年 06月 18日 

15:56:40 

XronoQR.exe 3，439，616 2016年 04月 26日 

10:01:18 

XronoQR.exe 3，407，360 2018年 05月 17日 

09:22:24 
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XronoQR_Series.exe 3，440，128 2013年 04月 04日 

19:28:10 

XronoUtil.dll 937，984 2012年 11月 08日 

14:30:34 

XronoUtil.dll 938，496 2016年 10月 19日 

16:21:06 

XronoUtil.dll 853，504 2017年 09月 22日 

11:16:32 

 

 

 

 

 5 
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（別紙） 

被告製品目録（裁判所特定）  

 

  名  称 不詳 

被告らにおいて「テストツール」と称するもの 5 

機  能 被告会社の販売する「mammodite」（マンモグラフィー読影診断ワー

クステーションに動作不良があった場合に、同製品のソフトウェアを

名称が同じものに置き換えた上で動作を確認することによって、動作

に相違があるかどうかを確認するために、又は検証サーバーにおいて

動作検証や性能比較、検証環境を設定するために用いるもの 10 

フォルダ構成 以下の名称、容量及び更新日時によって特定されるプログラムをい

ずれかの階層に含むファイル群又はシステム 

名称 容量（バイト） 更新日時 

MediaFsu.exe 2，881，024 2012年 11 月 08日 

14:24:32 

MediaFsu.exe 2，880，000 2014年 05 月 28日 

17:15:10 

MkThumbnail.exe 856，064 2012年 08 月 09日 

16:06:18 

MkThumbnail.exe 855，552 2013年 10 月 29日 

11:48:30 

PreConv.exe 2，899，968 2014年 02 月 03日 

12:19:30 

StoreScu.exe 315，392 2007年 03 月 06日 

17:43:52 
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XronoQR.exe 3，439，616 2015年 06 月 18日 

15:56:40 

XronoQR.exe 3，439，616 2016年 04 月 26日 

10:01:18 

XronoQR.exe 3，407，360 2018年 05 月 17日 

09:22:24 

XronoQR_Series.ex

e 

3，440，128 2013年 04 月 04日 

19:28:10 

XronoUtil.dll 937，984 2012年 11 月 08日 

14:30:34 

XronoUtil.dll 938，496 2016年 10 月 19日 

16:21:06 

XronoUtil.dll 853，504 2017年 09 月 22日 

11:16:32 
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（別紙） 

被告プログラム目録（原告特定） 

 

別紙「被告製品等目録（原告特定）」記載１又は２の各システムを構成する次の名

称の各プログラム 5 

 

１ ⅭｈｇＤｃｍＴｏＩｍｇ．ｅｘｅ 

２ ＭｅｄｉａＦｓｕ．ｅｘｅ 

３ ＭｋＴｈｕｍｂｎａｉｌ．ｅｘｅ 

４ ＰｒｅＣｏｎｖ．ｅｘｅ 10 

５ ＳｔｏｒｅＳｃｕ．ｅｘｅ 

６ ＸｒｏｎｏＱＲ．ｅｘｅ 

７ ＸｒｏｎｏＱＲ＿Ｓｅｒｉｅｓ．ｅｘｅ 

８ ＸｒｏｎｏＵｔｉｌ．ｄｌｌ 

 15 
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（別紙） 

被告製品等目録（原告特定） 

 

１  名  称 「mammodite」 

種  類 マンモグラフィー読影診断ワークステーション 5 

機  能 マンモグラフィー画像データに係る保存及び表示等 

販 売 元 被告会社 

販売時期 平成２４年９月頃から現在まで 

 

２  名  称 不詳 10 

被告らにおいて「テストツール」と称するもの 

機  能 上記１記載の製品に動作不良があった場合に、同製品のソフトウェ

アを名称が同じものに置き換えた上で動作を確認することによっ

て、動作に相違があるかどうかを確認するために、又は検証サーバ

ーにおいて動作検証や性能比較、検証環境を設定するために用いる15 

もの 

フォルダ構成 以下の名称、容量及び更新日時によって特定されるプログラムをい

ずれかの階層に含むファイル群又はシステム 

名称 容量（バイト） 更新日時 

ChgDcmToImg.exe 1，036，288 2007年 06 月 07日 

15:09:50 

MediaFsu.exe 2，881，024 2012年 11 月 08日 

14:24:32 

MediaFsu.exe 2，880，000 2012年 11 月 09日 

15:05:06 
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MediaFsu.exe 2，880，000 2014年 05 月 28日 

17:15:10 

MkThumbnail.exe 856，064 2012年 08 月 09日 

16:06:18 

MkThumbnail.exe 855，552 2013年 10 月 29日 

11:48:30 

PreConv.exe 1，224，704 2008年 04 月 25日 

21:18:08 

PreConv.exe 2，899，968 2014年 02 月 03日 

12:19:30 

StoreScu.exe 294，912 2005年 02 月 16日 

11:26:34 

StoreScu.exe 315，392 2007年 03 月 06日 

17:43:52 

XronoQR.exe 3，439，104 2013年 05 月 17日 

19:41:22 

XronoQR.exe 3，439，616 2015年 06 月 18日 

15:56:40 

XronoQR.exe 3，439，616 2016年 04 月 26日 

10:01:18 

XronoQR.exe 3，407，360 2018年 05 月 17日 

09:22:24 

XronoQR_Series.ex

e 

3，440，128 2013年 04 月 04日 

19:28:10 

XronoUtil.dll 853，504 2012年 11 月 07日 
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14:26:14 

XronoUtil.dll 938，496 2012年 11 月 07日 

17:58:52 

XronoUtil.dll 937，984 2012年 11 月 08日 

14:30:34 

XronoUtil.dll 938，496 2016年 10 月 19日 

16:21:06 

XronoUtil.dll 853，504 2017年 09 月 22日 

11:16:32 
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